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Ⅰ居宅介護支援・介護予防支援事業                    

１ 介護保険制度の理念 

介護保険法第１条（目的）要約 

介護を要する状態になっても、高齢者等が尊厳を持って、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営めるよう必要なサービスを提供し、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

介護保険法第４条第１項（国民の努力及び義務）要約 

国民は要介護状態になることを予防するための健康保持増進に努めるとともに、介護を要する状態に

なっても、進んで適切なサービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。 

 

介護保険法第７条第５項（介護支援専門員）要約 

この法律において「介護支援専門員」とは、要介護や要支援の認定を受けた人からの相談に応じ、適

切な介護保険サービスを利用できるよう市町村や事業所等との連絡調整を行い、それらの人が自立した

日常生活を営むために必要な援助に関する専門的知識や技術を有する者。 

 

 

２ 居宅サービスの定義（介護保険法第８条） 

介護保険法において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居

宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者

生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいう。 

また、「居宅」とは、日常住んでいる家のほかに、訪問介護（法第８条第２項）に示されているように、「老人福祉

法第２０条の６に規定する軽費老人ホーム、同法第２９条第１項に規定する有料老人ホーム（第１１項及び第２１項

において「有料老人ホーム」という。）その他の厚生労働省令で定める施設※における居室を含む。」となっている。 

※厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法第２０条の４に規定する「養護老人ホーム」、同法第２０条の６に規

定する「軽費老人ホーム」及び同法第２９条第１項に規定する「有料老人ホーム」とする。 

（介護保険法施行規則第４条） 

 

 

３ 介護支援専門員の義務（介護保険法第６９条の３４） 

介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該

要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密

着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施

設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 

 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。 

 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の

水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。 

 

 

 

 

４ 居宅介護支援・介護予防支援の定義 
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（法第８条第２４項・施行規則第１８条、法第８条の２第１６項、施行規則第２２条の２２） 

居宅要介護者が指定居宅サービス等を適切に利用することができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、

その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、下記の①～⑦ 

を定めた計画（居宅サービス計画）を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保さ 

れるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。また、居宅要介護者が地域

密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施

設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 

 ①要介護者及びその家族の生活に対する意向 

②要介護者の総合的な援助の方針 

③要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題 

④提供される指定居宅サービス等の目標及びその達成時期 

⑤指定居宅サービス等が提供される日時 

⑥指定居宅サービス等を提供する上での留意事項通知老企３６ 

⑦居宅要介護者が負担しなければならない費用の額 

 

 

◆居宅介護支援・介護予防支援の流れ 

 

   

 

 

 

地域でのサービス事業者のサービス内容や利用料等の情報を、利用者又は家族に提供する。

それをもとに利用者がサービスを選択する。 

 

 

 

利用者及び家族を訪問面接し、利用者の能力や既に利用しているサービス、介護者の状況など

の環境等の評価を通して、現に抱えている問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことがで

きるように支援する上で解決すべき課題を把握する。 

 

 

 

解決すべき課題に基づき、地域でのサービス提供体制や利用者・家族の意向を踏まえて、居 

宅サービス計画（介護予防サービス計画）の原案を作成する。 

居宅サービス計画（介護予防サービス計画）の内容は、利用者・家族の生活に対する意向、総

合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及び 

その達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意 

事項等である。 

 

 

 

①居宅介護支援(介護予防支援)利用者の申し込みの受付 

②利用者への情報提供 

③利用者の状態の把握（アセスメント）＝課題分析 

④居宅サ-ビス計画(介護予防サービス計画)の原案作成と支給限度確認・利用者負担計算 

⑤サービス担当者会議等 
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同意が得られない場合 

 

 

居宅サービス計画（介護予防サービス計画）原案に位置付けたサービス担当者や主治医等 

を召集したサービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画（介護予防サービス 

計画）原案の内容について専門的意見を求め、援助の方針を決定し、サービス担当者間 

の調整を行う。 

※やむを得ない理由がある場合は、照会等により意見を求めることができる。 

 

 

 

 

原案でのサービスについて、種類・内容・利用料等を利用者・家族に説明し、文書により利用

者の同意を得る。 

※居宅サービス計画原案とは第１表、第２表、第３表、第６表及び第７表に相当するものすべてを

指す。 

 

 

 

確定した居宅サービス計画に基づき、利用者には第１表居宅サービス計画書、第２表居宅サ

ービス計画書、第３表週間サービス計画表、第６表サービス利用票（兼居宅サービス計画）、第７

表サービス利用票別表を交付する。 

また、事業所に第１表から第３表及びサービス提供票（別表を含む）を交付するとともに計画の趣

旨、内容を説明する。 

 

 

 

居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出

を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認する。 

 

 

 

 

サービス提供開始後においても、利用者との連絡を継続的に行い、サービスの実施状況と解

決すべき課題を把握し、必要に応じて計画の変更や事業者との連絡調整を行う。 

利用者との継続的な連絡においては、特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回は利用者の

居宅で面接を行い（介護予防支援は３月に１回）、かつ、少なくとも１月に１回はモニタリングの結

果を記録することが必要である。 

 

 

 

サービスの提供実績に基づき給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会合会に提出す

る。 

⑥利用者への説明と同意の確認 

⑦サービス利用票・サービス提供票の作成 

⑧個別サービス計画の提出依頼 

⑨計画実施状況の把握(モニタリング)と連絡調整 

⑩給付管理票の提出 

 

再
評
価 
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Ⅱ 居宅介護支援事業                           

人員及び運営に関する基準について 

 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

（平成１１年７月２９日老企第二十二号） 

基準の性格 

１ 基準は、指定居宅介護支援の事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、

指定居宅介護支援事業者は基準を充足することで足りるとすることなく常に事業の運営の向上に努めなければ

ならないものである。 

 

２ 指定居宅介護支援の事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指

定居宅介護支援事業者の指定又は更新を受けられない。基準に違反することが明らかになった場合に

は、①相当の期限を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、②相当の期限内に勧告に従わなかったとき

は、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表することとなる。更に③正当な理由

が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をとるよう

命令することができる。ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表しなけ

ればならない。 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取り消しを行う前に相当の期間

を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止する（不適正なサービスが行われていることが判明した

場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させる）ことができる。ただし、次の場合には基準に

従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の全部若しくは一部の停止又は直ちに取り消すこと

ができるものであること。 

①事業者及びその従業者が、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居

宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等か

ら金品その他の財産上の利益を収受したときその他自己の利益を図るために基準に違反したとき 

②利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定

める期間の経過後に再度当該事業者から指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準

を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を

行わないものとする。 

 

４ 特に、指定居宅介護支援の事業においては、基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めてい

ること等に鑑み、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。 
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

（平成１１年３月３１日厚生省令第３８号） 

 

 基本方針  【基準第１条の２】 

 

１ 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければ

ならない。 

 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に

基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供され

るよう配慮して行われるものでなければならない。 

 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）は、

指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、

利用者に提供される指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同

じ。）が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事

業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。 

 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第１１５条の４６第１項に規定する地域

包括支援センター（以下「地域包括支援センター」という。）、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者（法

第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第一号に規

定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。 

 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

  ※令和６年４月１日より義務化 

 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定

する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 
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＊第１１８条の２（市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等）より 

厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並

びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報（以

下「介護保険等関連情報」という。）について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 

 

一 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他

の厚生労働省令で定める事項 

二 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項 

 

○解釈通知 

介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれ

ている環境等に応じて、保険・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合

的かつ効率的に提供されるよう、居宅介護支援を保険給付の対象として、位置付けたものであり、その重要性に

鑑み、保険給付率についても特に１０割としているところである。 

基準第１条の２第１項は、「在宅介護の重視」という介護保険制度の基本理念を実現するため、指定居宅介護

支援の事業を行うに当たってのもっとも重要な基本方針として、利用者からの相談、依頼があった場合には、利用

者の立場に立ち、常にまず、その居宅において日常生活を営むことができるように支援することができるかどうかと

いう視点から検討を行い、支援を行うべきことを定めたものである。 

このほか、指定居宅介護支援の事業の方針として、介護保険制度の基本理念である、高齢者自身によるサー

ビス選択、保健・医療・福祉サービスの総合的、効率的な提供、利用者本位、公正中立等を掲げている。介護保

険の基本理念を実現するうえで、指定居宅介護支援事業者が極めて重要な役割を果たすことを求めたものであり、

指定居宅介護支援事業者は、常にこの基本方針を踏まえた事業所運営を図らなければならない。 

 

＊第２の３より 

（１）介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進について 

基準第１条の２第６項は、指定居宅介護支援を行うに当たっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する

介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービス

の質の向上に努めなければならないこととしたものである。 
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＜人員に関する基準＞ 【基準第２、３条】 

介護支援専門員 

（基準第２条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事

業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専

門員であって常勤であるものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数（当該指定居宅介護支援事業者が指

定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３項の規定

により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を

受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第５８条第１

項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第１３条第二十六号におい

て同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者

の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数

を加えた数。次項において同じ。）が４４又はその端数を増すごとに１とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康

保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立

された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅

サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報

の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合

における第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が４９又はその端数を増すご

とに１とする。 

管理者 

（基準第３条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置

かなければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１４０条の６６第一号イ（３）に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主

任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の

確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専

門員（主任介護支援専門員を除く。）を前項に規定する管理者とすることができる。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（一）管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に

従事する場合 

（二）管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支

援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

【解釈通知】 

※管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者の利用申し込

み等に対応できる体制等を整えている必要がある。管理者が介護支援専門員を兼

務し、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の

従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要があ

る。 
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解釈通知 

（１）介護支援専門員の員数 

介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず１人以上を常勤で置くこととされており、常勤の考え

方は（３）の①のとおりである。常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業所の営

業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨

であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在と

なる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制

としておく必要がある。 

なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支

援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合も

あることに配慮したものである。 

また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数（当該指定居宅介護支援事業者が介護予防支援の指

定を併せて受け、又は地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該

指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介

護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。

以下この（１）において同じ。）４４人（当該指定居宅介護支援事業所においてケアプランデータ連携システムを活

用し、かつ、事務職員を配置している場合は４９人）に対して１人を基準とするものであり、利用者の数が４４人（当

該指定居宅介護支援事業所においてケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布等につい

て」（通知） 

・管理者要件（改正省令第１条） 

令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主

任介護支援専門員であることとする。 

ただし、以下のような主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由があ

る場合については、管理者を介護支援専門員とする取り扱いを可能とする。 

令和３年４月１日以降、不測の事態（注１）により、主任介護支援専門員を管理者とできなく

なってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の

管理者の確保のための計画書（別添）を保険者に届出た場合 

なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年間猶予するとともに、

当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認めら

れる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができることとする。 

（注１）不測の事態については、保険者において個別に判断。想定される主な例は以下のとおり。 

・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生 

・急な退職や転居等不測の事態 

◆令和９年３月３１日までの間は、令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管

理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護

支援専門員とする要件の適用を猶予することとしているが、指定居宅介護支援事業所における

業務管理や人材育成の取り組みを促進する観点から、経過措置の期間の終了を待たず、管理者と

して主任介護支援専門員を配置することが望ましい。 
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合は４９人）又はその端数を増すごとに増員するものとする。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については

非常勤とすることを妨げるものではない。なお、地域における介護支援専門員や居宅介護支援事業所の充足状

況等も踏まえ、緊急的に利用者を受け入れなければならない等のやむを得ない理由により利用者の数が当該基

準を超えてしまった場合においては、直ちに運営基準違反とすることのないよう留意されたい。 

また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専

従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事

業の業務を指すものではない。 

なお、事務職員の配置については、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。また、当該事業所内の

配置に限らず、同一法人内の配置でも認められる。勤務時間数については特段の定めを設けていないが、当該

事業所における業務の実情を踏まえ、適切な数の人員を配置する必要がある。 

 

（２）管理者 

指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事す

る常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及

び管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場

合に限る。）は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。この場合、

他の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病

院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認められ

るものである。 

また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者と兼務する場合（当

該訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）及び事故発生時や災害発生等

の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定居宅介護支援事業所又は利用者の居宅に駆け付けることが

できない体制となっている場合は管理者の業務に支障があると考えられる。また、併設する事業所に原則として常

駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えられる。なお、介

護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。 

 

（３）用語の定義 

「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定義はそれぞれ次のとおりである。 

①「常勤」 

当該事業所における勤務時間（当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場合には、

当該事業に従事している時間を含む。）が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時

間数（週３２時間を下回る場合は週３２時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただし、雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１３号）第１３条第１項に規定す

る措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。）第２３条第１項、同条第３項又は同法第２

４条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のた

めのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のた

めの所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制

が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことを可

能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に

行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に
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達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所

が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者

は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６

５条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第一号に規

定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第二号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法

第２３条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第２４条第１項（第二号に係る部分に限る。）の規

定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる

休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事

者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

 

②「専らその職務に従事する」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。 

 

③「事業所」 

事業所とは、介護支援専門員が居宅介護支援を行う本拠であり、具体的には管理者がサービスの利用申込の

調整等を行い、居宅介護支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿等を保管し、利用者との面接相談に必要な設

備及び備品を備える場所である。 
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＜運営に関する基準＞ 【基準第４条～２９条】 

 

内容及び手続の説明及び同意（基準第４条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその

家族に対し、第１８条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なけ

ればならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族

に対し、居宅サービス計画が第１条の２に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるもので

あり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行

い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族

に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」とい

う。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支

援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の

指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につ

き説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族

に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支

援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第１項の規定によ

る文書の交付に代えて、第８項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文

書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合に

おいて、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法 

ロ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第１項に規定

する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

二 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３１条第

１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項を

記録したものを交付する方法 

６ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成する

ことができるものでなければならない。 
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７ 第５項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申

込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

８ 指定居宅介護支援事業者は、第５項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あ

らかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

一 第５項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

９ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は

電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家

族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込

者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

解釈通知 

（２）内容及び手続きの説明及び同意 

基準第４条は、基本理念としての高齢者自身によるサービス選択を具体化したものである。利用者は指定居

宅サービスのみならず、指定居宅介護支援事業者についても自由に選択できることが基本であり、指定居宅

介護支援事業者は、利用申込があった場合には、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、当該指

定居宅介護支援事業所の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対

応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を説明書やパンフレット等

の文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けることにつき同意を得

なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双

方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 

また、指定居宅介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行われるもので

あり、居宅サービス計画は基準第１条の２の基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものである。この

ため、指定居宅介護支援について利用者の主体的な参加が重要であり、居宅サービス計画の作成にあたって

利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること等につき十分説

明を行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては、併せて、

居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であ

ることにつき説明を行うとともに、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うこと

や、それを理解したことについて利用申込者から署名を得ることが望ましい。 

さらに、基準第１条の２の基本方針に基づき、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び

人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特

定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏

まえ、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問

介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この⑵において「訪問介護等」という。）がそ

れぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス

事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）等につき十

分説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

この前６月間については、毎年度２回、次の期間における当該事業所において作成された居宅サービス計

画を対象とする。 

①前期（３月１日から８月末日） 

②後期（９月１日から２月末日） 
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なお、説明については、指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うものとするが、その際に用いる当該割

合等については、直近の①若しくは②の期間のものとする。 

また、利用者が病院又は診療所に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活上の能力や利用し

ていた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、医療機関における利用者の退院支

援に資するとともに、退院後の円滑な在宅生活への移行を支援することにもつながる。基準第４条第３項は、指

定居宅介護支援事業者と入院先医療機関との早期からの連携を促進する観点から、利用者が病院又は診療

所に入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝

えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求める必要があることを規定するものである。なお、より実

効性を高めるため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お

薬手帳等と合わせて保管することを依頼しておくことが望ましい。 

 

提供拒否の禁止（基準第５条） 

指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 

解釈通知 

（３）提供拒否の禁止 

基準第５条は、居宅介護支援の公共性に鑑み、原則として、指定居宅介護支援の利用申込に対しては、こ

れに応じなければならないことを規定したものであり、正当な理由なくサービスの提供を拒否することを禁止す

るものである。 

なお、ここでいう正当な理由とは、①当該事業所の原因からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者

の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、③利用申込者が他の指定居宅介護支援事

業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合等である。 

サービス提供困難時の対応（基準第６条） 

指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域（当該指定居宅介護支援事業所が通

常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定

居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必

要な措置を講じなければならない。 

受給資格等の確認（基準第７条） 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険

者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

要介護認定の申請に係る援助（基準第８条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、

必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用

申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合

は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定

の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

解釈通知 

（４）要介護認定の申請に係る援助 

①基準第８条第１項は、法第２７条第１項に基づき、被保険者が居宅介護支援事業者に要介護認定の申請に

関する手続きを変わって行わせることができること等を踏まえ、被保険者から要介護認定の申請の代行を依
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頼され場合等においては、居宅介護支援事業者は必要な協力を行わなければならないものとしたものであ

る。 

②同条第２項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、指定居

宅介護支援の利用に係る費用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定居宅介護支援事業者は、利

用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申請がすでに行われていな

い場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならないこととしたものである。 

③同条第３項は、要介護認定の有効期間が付されているものであることを踏まえ、指定居宅介護支援事業者

は、要介護認定の有効期間を確認した上、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている

要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととした

ものである。 

身分を証する書類の携行（基準第９条） 

指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携

行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければな

らない。 

解釈通知 

（５）身分を証する書類の携行 

基準第９条は、利用者が安心して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援事業者

が、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時及び利

用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導するべきこととしたものである。 

利用料等の受領（基準第１０条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定に基づき居宅介護サービス計画

費（法第４６条第２項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事

業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料（居宅介護

サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と、居宅介護サービス計画費の額と

の間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地

域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けるこ

とができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なけ

ればならない。 

解釈通知 

（６）利用料等の受領 

①基準第１０条第１項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観から、保険給付がいわゆる償還払いとなる

場合と、保険給付が利用者に代わり指定居宅介護支援事業者に支払われる場合（以下「代理受領がなされ

る場合」）の間で、一方の経費が他方へ転嫁等されることがないよう、償還払いの場合の指定居宅介護支援

の利用料の額と、居宅介護サービス計画費の額（要するに、代理受領がなされる場合の指定居宅介護支援

に係る費用の額）との間に、不合理な差額を設けてはならないこととするとともに、これによって、償還払いの

場合であっても原則として利用者負担が生じないこととする趣旨である。 

②同条第２項は、指定居宅介護支援の提供に関して、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地

域の居宅において指定居宅介護支援を行う場合の交通費の支払いを利用者から受けることができることと
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し、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払いを受け

ることは認めないこととしたものである。 

③同条第３項は、指定居宅介護支援事業者は、前項の交通費の支払いを受けるに当たっては、あらかじめ、利

用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたも

のである。 

保険給付の請求のための証明書の交付（基準第１１条） 

指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第１項の利用料の支払を受けた場

合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならな

い。 

解釈通知 

（７）保険給付の請求のための証明書の交付 

基準第１１条は、居宅介護支援に係る保険給付がいわゆる償還払いとなる場合に、利用者が保険給付の請

求を容易に行えるよう、指定居宅介護支援事業者は、利用料の額その他利用者が保険給付を請求する上で必

要と認められる時効を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するべきこととしたもので

ある。 

指定居宅介護支援の基本取扱方針（基準第１２条） 

１ 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスと

の連携に十分配慮して行われなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図

らなければならない。 

 

指定居宅介護支援の具体的取扱方針（基準第１３条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指定居宅介護支援の方針は、第１条の２に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に

基づき、次に掲げるところによるものとする。 

解釈通知 

基準第１３条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅サ

ービス計画の実施状況の把握などの居宅介護支援を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を行う

介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。 

なお、利用者の課題分析（第六号）から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼（第十二号）に

掲げる一連の業務については、基準第１条の２に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列

記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等

やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束

するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可

及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応

しければならない。 

基準第１３条第一号 

一 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務

を担当させるものとする。 

解釈通知 

①介護支援専門員による居宅サービス計画の作成 

指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を介護

支援専門員に担当させることとしたものである。 
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基準第１３条第二号 

二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

解釈通知 

②指定居宅介護支援の基本的留意点 

指定居宅介護支援は、利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの課題解決に向けての意欲の

醸成と相まって行われることが重要である。このためには、指定居宅介護支援について利用者及びその

家族の十分な理解が求められるものであり、介護支援専門員は、指定居宅介護支援を懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うことが肝要である。 

基準第１３条第二の二号、第二の三号 

二の二  

指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）を行ってはならない。 

 

二の三 

前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

解釈通知 

③身体的拘束等の原則禁止や身体的拘束等を行う場合の記録（第二の二号及び第二の三号） 

基準第１３条第二の二号及び第二の三号は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身

体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことに

ついて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準省令第２９条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。 

基準第１３条第三号 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効

果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の

利用が行われるようにしなければならない。 

解釈通知 

④継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用（第三号） 

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身又は家族の状態等に応じ

て、継続的かつ計画的に居宅サービスが提供されることが重要である。介護支援専門員は、居宅サービ

ス計画の作成又は変更に当たり、継続的な支援という観点に立ち、計画的に指定居宅サービス等の提

供が行われるようにすることが必要であり、支給限度額の枠があることのみをもって、特定の時期に偏って

継続が困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長するようなことがあってはならない。 
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基準第１３条第四号 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点

から、介護給付等対象サービス（法第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同

じ。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス

等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

解釈通知 

⑤総合的な居宅サービス計画の作成（第四号） 

居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。

このため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の希望や課題分析の結果に基づ

き、介護給付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サ

ービス、老人介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具

乾燥サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等、更に

は、こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施

術、保健師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計

画に位置付けることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。なお、介護支援専門員は、当

該日常生活全般を支援する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏まえ、地域で不足していると認

められるサービス等については、介護給付等対象サービスであるかどうかを問わず、当該不足していると

思われるサービス等が地域において提供されるよう関係機関等に働きかけていくことが望ましい。 

基準第１３条第五号 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に

資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を

適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。 

解釈通知 

⑥利用者自身によるサービスの選択（第五号） 

介護支援専門員は、利用者自身がサービスを選択することを基本に、これを支援するものである。この

ため、介護支援専門員は、利用者によるサービスの選択に資するよう、利用者から居宅サービス計画案

の作成に当たって複数の指定居宅サービス事業者等の紹介の求めがあった場合等には誠実に対応す

るとともに、居宅サービス計画案を利用者に提示する際には、当該利用者が居住する地域の指定居宅サ

ービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供

するものとする。したがって、特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏した情報を提供するようなこと

や、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる居宅サービス計画原案を最初

から提示するようなことがあってはならない。また、例えば集合住宅等において、特定の指定居宅サービ

ス事業者のサービスを利用することを、選択の機会を与えることなく入居条件とするようなことはあっては

ならないが、居宅サービス計画についても、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の指定居

宅サービス事業者の身を居宅サービス計画に位置付けるようなことはあってはならない。 

基準第１３条基準第六号 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、そ

の有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて

利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援す

る上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

解釈通知 

⑦課題分析の実施（第六号） 
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居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成されることが重要である。このため介護支援

専門員は、居宅サービス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行うこととなる。課題分析とは、利用

者の有する日常生活上の能力や利用者が既に提供を受けている指定居宅サービスや介護者の状況等

の利用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が生活の質を維持・向上させていく上で生じている問

題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題

を把握することであり、利用者の生活全般についてその状態を十分把握することが重要である。なお、当

該課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、利用者の課

題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならない

ものであるが、この課題分析の方法については、別途通知するところによるものである。 

※介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について（平成１１年１１月１２日老企第２９

号） 

基準第１３条基準第七号 

介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たって

は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合におい

て、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければ

ならない。 

解釈通知 

⑧課題分析における留意点（第七号） 

介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、利用者が入

院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族

に面接して行わなければならない。この場合において、利用者やその家族との間の信頼関係、協働関係

の構築が重要であり、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、

理解を得なければならない。なお、このため、介護支援専門員は面接技法等の研鑽に努めることが重要

である。また、当該アセスメントの結果について記録するとともに、基準第２９条第２項の規定に基づき、当

該記録は、２年間保存しなければならない。 

基準第１３条基準第八号 

介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家

族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントに

より把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者

及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサ

ービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での

留意事項通知老企３６等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 

解釈通知 

⑨居宅サービス計画原案の作成（第八号）  

介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者の生活の質に直接影響する重要なものであることを

十分に認識し、居宅サービス計画原案を作成しなければならない。したがって、居宅サービス計画原案

は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果による専門的見地に基づき、利用者の家族

の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案した上で、実現可能なもの

とする必要がある。 

また、当該居宅サービス計画原案には、利用者及びその家族の生活に対する意向及び総合的な援

助の方針並びに生活全般の解決すべき課題を記載した上で、提供されるサービスについて、その長期

的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み、当該
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達成時期には居宅サービス計画及び各指定居宅サービス等の評価を行い得るようにすることが重要で

ある。さらに、提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指す

ものであり、サービス提供事業者側の個別のサービス行為を意味するものではないことに留意する必要

がある。 

基準第１３条基準第九号 

介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利

用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等

の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議（テレビ電話装置その他の情報通

信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はそ

の家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状

況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者

から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の

心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」という。）の意見

を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会

等により意見を求めることができるものとする。 

解釈通知 

⑩サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第九号） 

介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、各サービスが共

通の目標を達成するために具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、利用者やその家

族、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の

開催により、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と共有するとともに、専門的な見地からの意見

を求め調整を図ることが重要である。なお、利用者やその家族の参加が望ましくない場合（家庭内暴力

等）には、必ずしも参加を求めるものではないことに留意されたい。また、やむを得ない理由がある場合に

ついては、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとしているが、この場合に

も、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原案

の内容を共有できるようにする必要がある。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、利用者

（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条にお

いて「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合のほか、開催の日程調整を行ったが、

サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画

の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定され

る。 

サービス担当者会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介してコミュニケーションが可能な

機器をいう。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合にあ

っては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。テレビ電話装

置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

また、末期の悪性腫瘍の利用者について必要と認める場合とは、主治の医師等が日常生活上の障害

が１ヶ月以内に出現すると判断した時点以降において、主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専

門員がサービス担当者に対する照会等により意見を求めることが必要と判断した場合を想定している。な

お、ここでいう「主治の医師等」とは、利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一
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元的に把握している医師であり、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定され

ないことから、利用者又はその家族等に確認する方法等により、適切に対応すること。また、サービス種

類や利用回数の変更等を利用者に状態変化が生じるたびに迅速に行っていくことが求められるため、日

常生活上の障害が出現する前に、今後利用が必要と見込まれる指定居宅サービス等の担当者を含めた

関係者を招集した上で、予測される状態変化と支援の方向性について関係者間で共有しておくことが望

ましい。 

なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、基

準第２９条の第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。 

基準第１３条基準第十号 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給

付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその

家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

解釈通知 

⑪居宅サービス計画の説明及び同意（第十号） 

居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の選択は、利用者自身が行うことが基本であり、

また、当該計画は利用者の希望を尊重して作成されなければならない。利用者に選択を求めることは介

護保険制度の基本理念である。このため、当該計画原案の作成に当たって、これに位置付けるサービス

について、また、サービスの内容についても利用者の希望を尊重することとともに、作成された居宅サー

ビス計画の原案についても、最終的には、その内容について説明を行った上で文書によって利用者の

同意を得ることを義務づけることにより、利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用者の意

向の反映の機会を保障しようとするものである。また、当該説明及び同意を要する居宅サービス計画原

案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第１表から第３表まで、第６表及び第７表（「介護サービス計画書

の様式及び課題分析標準項目の提示について」（平成１１年１１月１２日老企第２９号厚生省老人保健福

祉局企画課長通知）に示す標準様式を指す。）に相当するものすべてを指すものである。 

基準第１３条基準第十一号 

介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当

者に交付しなければならない。 

解釈通知 

⑫居宅サービス計画の交付（第十一号） 

居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければならない。また、

介護支援専門員は、担当者に対して居宅サービス計画を交付する際には、当該計画の趣旨及び内容

等について十分に説明し、各担当者との共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する居宅サービ

ス等の当該計画（以下「個別サービス計画」という。）における位置付けを理解できるように配慮する必要

がある。なお、基準第２９条第２項の規定に基づき、居宅サービス計画は、２年間保存しなければならな

い。 

基準第１３条基準第十二号 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護

計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第三十七

号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第２４条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）等指定居

宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

解釈通知 

⑬担当者に対する個別サービス計画の提出依頼（第十二号） 
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居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業者とサービス提供事業

者の意識の共有を図ることが重要である。このため、基準第１３条第十二号に基づき、担当者に居宅サー

ビス計画を交付したときは、担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サ

ービス計画の連動性や整合性について確認することとしたものである。なお、介護支援専門員は、担当

者と継続的に連携し、意識の共有を図ることが重要であることから、居宅サービス計画と個別サービス計

画の連動性や整合性の確認については、居宅サービス計画を担当者に交付したときに限らず、必要に

応じて行うことが望ましい。さらに、サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供

し、サービス担当者会議に個別サービス計画案の提出を求め、サービス担当者会議において情報の共

有や調整を図るなどの手法も有効である。 

基準第１３条第十三号、第十三の二号 

十三 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者につ

いての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービ

ス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

 

十三の二 

介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必

要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報の

うち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものとする。 

解釈通知 

⑭居宅サービス計画の実施状況の把握及び評価等（第十三号） 

指定居宅介護支援においては、利用者の有する解決すべき課題に即した適切なサービスを組み合わ

せて利用者に提供し続けることが重要である。このために介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題

の変化に留意することが重要であり、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握

（継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行い、利用者の解決すべき課題の変化が

認められる場合等必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整そ

の他の便宜の提供を行うものとする。なお、利用者の解決すべき課題の変化は、利用者に直接サービス

を提供する指定居宅サービス事業者等により把握されることも多いことから、介護支援専門員は、当該指

定居宅サービス事業者等のサービス担当者と緊密な連携を図り、利用者の解決すべき課題の変化が認

められる場合には、円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならない。 

また、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報は、主治の医

師若しくは歯科医師又は薬剤師が医療サービスの必要性等を検討するにあたり有効な情報である。この

ため、指定居宅介護支援の提供に当たり、例えば、 

・「薬が大量に余っている」又は「複数回分の薬を一度に服用している」 

・「薬の服用を拒絶している」 

・「使いきらないうちに新たに薬が処方されている」 

・「口臭や口腔内出血がある」 

・「体重の増減が推測される見た目の変化がある」 

・「食事量や食事回数に変化がある」 

・「下痢や便秘が続いている」 

・「皮膚が乾燥していたり湿疹等がある」 

・「リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない状況」 
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等の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得た場合は、それらの情報のうち、主治の医師若しく

は歯科医師又は薬剤師の助言が必要であると介護支援専門員が判断したものについて、主治の医師若

しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。なおここでいう「主治の医師」については、要介護認

定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。 

基準第１３条第十四号 

介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たって

は、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情の

ない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。 

ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該

当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利

用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することがで

きるものとする。 

（１） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ているこ

と。 

（２） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関

係者の合意を得ていること。 

（ｉ） 利用者の心身の状況が安定していること。 

（ｉｉ） 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

（ｉｉｉ） 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報につ

いて、担当者から提供を受けること。 

ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。 

解釈通知 

⑮モニタリングの実施（第十四号） 

介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び

その家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サ

ービス事業者等の担当者との連携により、モニタリングが行われている場合においても、特段の事情のな

い限り、少なくとも１月に１回は利用者と面接を行い、かつ、少なくとも１月に１回はモニタリングの結果を

記録することが必要である。また、面接は、原則、利用者の居宅を訪問することにより行うこととする。 

ただし、基準第１３条第十四号ロ⑴及び⑵の要件を満たしている場合であって、少なくとも２月に１回利

用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を

活用して面接を行うことができる。なお、テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合においても、利用

者の状況に変化が認められた場合等においては、居宅を訪問することによる面接に切り替えることが適

当である。また、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、以下のイからホに掲げる事項について留意す

る必要がある。 

イ 文書により利用者の同意を得る必要があり、その際には、利用者に対し、テレビ電話装置等による

面接のメリット及びデメリットを含め、具体的な実施方法（居宅への訪問は２月に１回であること等）

を懇切丁寧に説明することが重要である。なお、利用者の認知機能が低下している場合など、同

意を得ることが困難と考えられる利用者については、後述のロの要件の観点からも、テレビ電話装
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置等を活用した面接の対象者として想定されない。 

ロ 利用者の心身の状況が安定していることを確認するに当たっては、主治の医師等による医学的な

観点からの意見や、以下に例示する事項等も踏まえて、サービス担当者会議等において総合的に

判断することが必要である。 

・介護者の状況の変化が無いこと。 

・住環境に変化が無いこと（住宅改修による手すり設置やトイレの改修等を含む） 

・サービス（保険外サービスも含む）の利用状況に変更が無いこと 

ハ テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、利用者がテレビ電話装置等を介して、利

用者の居宅において対面で面接を行う場合と同程度の応対ができる必要がある。なお、テレビ電

話装置等の操作については、必ずしも利用者自身で行う必要はなく、家族等の介助者が操作を行

うことは差し支えない。 

ニ テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、画面越しでは確認できない利用者の健康状態や住

環境等の情報については、サービス事業所の担当者からの情報提供により補完する必要がある。

この点について、サービス事業所の担当者の同意を得るとともに、サービス事業所の担当者の過

度な負担とならないよう、情報収集を依頼する項目や情報量については留意が必要である。なお、

サービス事業所の担当者に情報収集を依頼するに当たっては、別途通知する「情報連携シート」を

参考にされたい。 

ホ 主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得る方法としては、サービス担当者会議のほか、利

用者の通院や訪問診療への立会時における主治の医師への意見照会や、サービス事業所の担

当者との日頃の連絡調整の際の意見照会も想定されるが、いずれの場合においても、合意に至る

までの過程を記録しておくことが必要である。 

また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができ

ない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。 

さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。 

なお、基準第２９条第２項の規定に基づき、モニタリングの結果の記録は、２年間保存しなければなら

ない。 

基準第１３条第十五号 

介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計

画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを

得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

ロ 要介護認定を受けている利用者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を

受けた場合 

解釈通知 

⑯居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第十

五号） 

介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合に

は、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門

的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担

当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。なお、ここでいうやむを得ない理由があ

る場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、当該サービス担当者会議への

参加が得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化
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が見られない場合等が想定される。サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について

は記録するとともに、基準第２９条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。

また前記の担当者からの意見により、居宅サービス計画の変更の必要がない場合においても、記録の記

載及び保存について同様である。 

基準第１３条第十六号 

第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する居宅サービス計画の変更について準用す

る。 

解釈通知 

⑰居宅サービス計画の変更（第十六号）  

介護支援専門員は、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、基準第１３条第三号から第十

二号までに規定された居宅サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。なお、

利用者の希望による軽微な変更（例えばサービス提供日時の変更等で、介護支援専門員が基準第１３

条第三号から第十二号までに掲げる一連の業務を行う必要性がないと判断したもの）を行う場合には、こ

の必要はないものとする。ただし、この場合においても、介護支援専門員が、利用者の解決すべき課題

の変化に留意することが重要であることは、同条第十三号（⑭居宅サービス計画の実施状況等の把握及

び評価等）に規定したとおりであるので念のため申し添える 

基準第１３条第十七号 

介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された

場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用

者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提

供を行うものとする。 

解釈通知 

⑱介護保険施設への紹介その他の便宜の提供（第十七号） 

介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された

場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用

者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設はそれぞれ医療機能等が異

なることに鑑み、主治医の意見を参考にする、主治医に意見を求める等をして介護保険施設への紹介そ

の他の便宜の提供を行うものとする。 

基準第１３条第十八号 

介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合

には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行う

ものとする。 

解釈通知 

⑲介護保険施設との連携（第十八号） 

介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から居宅介護支援の依

頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅での生活における介

護上の留意点等の情報を介護保険施設等の従業者から聴取する等の連携を図るとともに、居宅での生

活を前提とした課題分析を行った上で居宅サービス計画を作成する等の援助を行うことが重要である。 

基準第１３条第十八号の二 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（厚生労働大

臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を

検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を
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市町村に届け出なければならない。 

解釈通知 

⑲居宅サービス計画の届出（第十八号の二） 

訪問介護（生活援助が中心である訪問介護に限る）の利用回数が統計的に見て通常の居宅サービス

計画よりかけ離れている場合には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点か

ら、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当である。このため、基準第１３条第十八号

の２は、一定回数以上の訪問介護を位置づける場合にその必要性を居宅サービス計画に記載するととも

に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないことを規定するものである。届出にあたっ

ては、当該月において作成又は変更（６における軽微な変更を除く）した居宅サービス計画のうち一定回

数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに市町村に届け出ることとする。なお、こ

こで言う当該月において作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得

て交付をした居宅サービス計画を言う。また、居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検

証した居宅サービス計画の次回の届出は、１年後でよいものとする。市町村の検証の仕方については、

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び

福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体（以下、「関

係者等」という。）により構成される会議等の他に、当該市町村の職員やリハビリテーション専門職を派遣

する形で行うサービス担当者会議等での検証も可能である。 

基準第１３条第十八号の三 

介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画

に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密

着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（以下この号において「サービス費」という。）

の総額が法第四十三条第２項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及

び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基

準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業

所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を

記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

解釈通知 

㉑居宅サービス計画の届出（第十八号の三） 

居宅サービス計画に位置づけられた介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第６６条に規

定する居宅サービス等区分に係るサービスの合計単位数（以下⑳において「居宅サービス等合計単位

数」という。）が区分支給限度基準額（単位数）に占める割合や訪問介護に係る合計単位数が居宅サー

ビス等合計単位数に占める割合が厚生労働大臣が定める基準（基準第１３条第十八号の３の規定により

厚生労働大臣が定める基準をいう。）に該当する場合に、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の

有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当である。このため、

基準第１３条第十八号の三は、当該基準に該当する場合にその必要性を居宅サービス計画に記載する

とともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないことを規定するものである。届出に

あたっては、当該月において作成又は変更（⑯における軽微な変更を除く。）した居宅サービス計画に位

置づけられたサービスが当該基準に該当する場合には、市町村に届け出ることとする。なお、ここでいう

当該月において作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交付を

した居宅サービス計画をいう。 

また、居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービスの計画の次回の

届出は、１年後でもよいものとする。 
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市町村の検証の仕方については、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のため

に、関係者等により構成される会議等の他に、当該市町村の職員やリハビリテーション専門職を派遣する

形で行うサービス担当者会議等での検証も可能である。 

基準第１３条第十九号、第十九号の二、第二十号 

十九 

介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望して

いる場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。 

 

十九の二 

前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス

計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

 

二十 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置

付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものと

し、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に

係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項通知老企３６が示されているときは、当該留意点を尊重

してこれを行うものとする。 

解釈通知 

㉒主治の医師等の意見等（第十九号、第十九号の二、第二十号） 

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪問看護サービスを利用する場合に限る。）及び看護小規模多

機能型居宅介護（訪問看護サービスを利用する場合に限る。）については、主治の医師等がその必要性

を認めたものに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス

計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。 

このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門

員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円

滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治

の医師等に交付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によ

ることも差し支えない。また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のため

に主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。特に、訪問リハビリテーション及び

通所リハビリテーションについては、医療機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーションの

早期開始を推進する観点から、入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービ

スを含む居宅サービス計画を作成することが望ましい。 

なお、医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合にあって、当

該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項通知老企３６が示されている

ときは、介護支援専門員は、当該留意点を尊重して居宅介護支援を行うものとする。 

基準第１３条第二十一号 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場

合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心

身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を

利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解釈通知 

㉓短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サービス計画への位置付け（第二十一号） 

短期入所生活介護及び短期入所療養介護（以下「短期入所サービス」という。）は、利用者の自立した

日常生活の維持のために利用されるものであり、指定居宅介護支援を行う介護支援専門員は、短期入

所サービスを位置付ける居宅サービス計画の作成に当たって、利用者にとってこれらの居宅サービスが

在宅生活の維持につながるように十分に留意しなければならないことを明確化したものである。この場合

において、短期入所サービスの利用日数に係る「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」と

いう目安については、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれ

ている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用すること

が可能であり、要介護認定の有効期間の半数の日数以内であるかについて機械的な運用を求めるもの

ではない。従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所

サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅

サービス計画に位置付けることも可能である。 

基準第１３条第二十二号、第二十三号 

二十二 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥

当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス

担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉

用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。 

 

二十三 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用

の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

解釈通知 

㉓福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映（第二十二号・第二十三号） 

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、そ

の必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることか

ら、検討の過程を別途記録する必要がある。 

このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付

ける場合には、サービス担当者会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必

要な理由を記載しなければならない。 

さらに、対象福祉用具（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年

厚生省令第３７号）第１９９条第二号に定める対象福祉用具をいう。以下同じ。）を居宅サービス計画に位

置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用及び利用者の安全を確保する観点から、基準第１３条

第五号の規定に基づき、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できること

や、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に資するよう、必要な情報を提供しなければならな

い。なお、対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たっては、利用者へのアセス

メントの結果に加え、医師やリハビリテーション専門職等からの意見聴取、退院・退所前カンファレンス又

はサービス担当者会議等の結果を踏まえることとし、医師の所見を取得する具体的な方法は、主治医意

見書による方法のほか、診療情報提供書又は医師から所見を聴取する方法が考えられる。 

なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議を

開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに検
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証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載し

なければならない。なお、対象福祉用具の場合については、福祉用具専門相談員によるモニタリングの

結果も踏まえること。 

また、福祉用具貸与については以下の項目について留意することとする。 

ア 介護支援専門員は、要介護１の利用者（以下「軽度者」という。）の居宅サービス計画に指定福祉

用具貸与を位置付ける場合には、「厚生労働大臣が定める利用者等」第３１号のイで定める状態像

の者であることを確認するため、当該軽度者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第１

の調査票について必要な部分の写し（以下「調査票調査の写し」という。）を市町村から入手しなけ

ればならない。ただし、当該軽度者がこれらの結果を介護支援専門員へ提示することに、あらかじ

め同意していない場合については、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入

手しなければならない。 

イ 介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示することに同

意を得たうえで、市町村より入手した調査票の写しについて、その内容が確認できる文書を指定福

祉用具貸与事業者へ送付しなければならない。 

ウ 介護支援専門員は、当該軽度者が「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及

び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項通

知老企３６について」の第二の９（４）①ウの判断方法による場合については、福祉用具の必要性を

判断するため、利用者の状態像が、同ⅰ）からｉｉ）までのいずれかに該当する旨について、主治医

意見書による方法のほか、医師の診断書又は医師から所見を聴取する方法により、当該医師の所

見及び医師の名前を居宅サービス計画に記載しなければならない。この場合において、介護支援

専門員は、指定福祉用具貸与事業者より、当該軽度者に係る医師の所見及び医師の名前につい

て確認があったときには、利用者の同意を得て、適切にその内容について情報提供しなければな

らない。 

基準第１３条第二十四号 

介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第７３条第２項に規定する認定審査会意見

又は法第３７条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類につい

ての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しく

は地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た

上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。 

解釈通知 

㉕認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映（第二十四号） 

指定居宅サービス事業者は、法第７３条第２項の規定に基づき認定審査会意見が被保険者証に記さ

れているときは、当該意見に従って、被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努める必要が

あり、介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証にこれらの記載がある場合には、利用者にその

趣旨（法第３７条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類につ

いては、その変更の申請ができることを含む。）について説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居

宅サービス計画を作成する必要がある。 

基準第１３条第二十五号 

介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予

防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。 

解釈通知 

㉖指定介護予防支援事業者との連携（第二十五号） 
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要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者が当該

利用者の介護予防サービス計画を作成することになるため、速やかに適切な介護予防サービス計画の

作成に着手できるよう、指定居宅介護支援事業所は、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必

要な情報を提供する等の連携を図ることとしたものである。 

基準第１３条第二十六号 

指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の二十三第３項の規定に基づき、地域包括支援センタ

ーの設置者である指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たって

は、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に

実施できるよう配慮しなければならない。 

解釈通知 

㉗指定介護予防支援業務の受託に関する留意点（第二十六号） 

指定居宅介護支援事業者は、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から

指定介護予防支援業務を受託するにあたっては、その業務量等を勘案し、指定介護予防支援業務を受

託することによって、当該指定居宅介護支援事業者が本来行うべき指定居宅介護支援業務の適正な実

施に影響を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。 

基準第１３条第二十七号 

指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する会議か

ら、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあっ

た場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

解釈通知 

㉘地域ケア会議への協力（第二十七号） 

地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域ケア会議が介護保険法上に位置付けられ、関係

者等は会議から資料又は情報の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることについて

規定されたところである。地域ケア会議は、個別ケースの支援内容の検討を通じて、法の理念に基づい

た高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援、高齢者の実態把握や課題解決のための地域包

括支援ネットワークの構築及び個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握を行うことなど

を目的としていることから、指定居宅介護支援事業者は、その趣旨・目的に鑑み、より積極的に協力する

ことが求められる。そのため、地域ケア会議から個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場

合には、これに協力するよう努めなければならないことについて、具体的取扱方針においても、規定を設

けたものである。 

法定代理受領サービスに係る報告（基準第１４条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村（法第４１条第１０項の規定により同条第９項の規定による審査

及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第

５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健

康保険団体連合会）に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法

定代理受領サービス（法第４１条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サ

ービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。）として位置付

けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例

居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村（当該事務を国民健康保険

団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければなら

ない。 
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解釈通知 

（９）法定代理受領サービスに係る報告 

①基準第１４条第１項は、居宅介護サービス費を利用者に代わり指定居宅サービス事業者に支払うための手続

きとして、指定居宅介護支援事業者に、市町村（国民健康保険団体連合会）に対して、居宅サービス計画に

おいて位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する

情報を記載した文書（給付管理票）を毎月提出することを義務づけたものである。 

②同条第２項は、指定居宅介護支援事業者が居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービ

スに係る情報を指定居宅サービスに係る情報と合わせて市町村（国民健康保険団体連合会）に対して提供

することにより、基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支

払事務が、居宅サービス計画に位置付けられている指定居宅サービスに係る居宅介護サービス費の支払を

待つことなく、これと同時並行的に行うことができるようにするための規定である。 

利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付（基準第１５条） 

指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を

受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対

し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

解釈通知 

（１０）利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

基準第１５条は、利用者が指定居宅介護支援事業者を変更した場合に、変更後の指定居宅介護支援事業

者又は指定介護予防支援事業者が滞りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うことができるよう、指定居

宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている

利用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近

の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならないこととしたものである 

利用者に関する市町村への通知（基準第１６条） 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、

遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態

の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

解釈通知 

（１１）利用者に関する市町村への通知 

基準第１６条は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為若しくは

重大な過失等により、要介護状態若しくはその原因となった事故を生じさせるなどした者については、市町村

が、介護保険法第２２条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は第６４条に基づく保険給付の制限を

行うことができることに鑑み、指定居宅介護支援事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から

市町村に通知しなければならない事由を列記したものである。 

管理者の責務（基準第１７条） 

１ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業

者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的

に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業

者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

解釈通知 
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（１２）管理者の責務 

指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位の指定居宅介護支

援の提供を行うため、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員等の管理、利用申込みに係る調整、

業務の実施状況の把握等を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命

令を行う必要がある。また、管理者は、日頃から業務が適正に執行されているか把握するとともに、従業者の資

質向上や健康管理等、ワーク・ライフ・バランスの取れた働きやすい職場環境を醸成していくことが重要である。 

運営規程（基準第１８条） 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（以下「運営規程」という。）として次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 職員の職種、員数及び職務内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 虐待の防止のための措置に関する事項（※令和６年４月１日より義務化） 

七 その他運営に関する重要事項 

解釈通知 

（１２）運営規程 

基準第１８条は、指定居宅介護支援の事業の適正な運営及び利用者等に対する適切な指定居宅介護支援

の提供を確保するため、同条第一号から第七号までに掲げる事項を内容とする規定を定めることを指定居宅介

護支援事業所ごとに義務づけたものである。特に次の点に留意する必要がある。 

① 職員の職種、員数及び職務内容（第二号）  

職員については、介護支援専門員とその他の職員に区分し、員数及び職務内容を記載することとす

る。職員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっ

ては、基準第２条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と記載することも

差し支えない（基準第４条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様）。 

② 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額（第四号） 

指定居宅介護支援の提供方法及び内容については、利用者の相談を受ける場所、課題分析の手順等

を記載するものとする。 

③ 通常の事業の実施地域（第五号）  

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施

地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えて指定居宅介護支援が行わ

れることを妨げるものではない。 

④ 虐待の防止のための措置に関する事項（第六号）  

（２２）の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐

待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であるこ

と。 

勤務体制の確保（基準第１９条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支

援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業
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務についてはこの限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

解釈通知 

（１４）勤務体制の確保 

基準第１９条は、利用者に対する適切な指定居宅介護支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規

定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

① 指定居宅介護支援事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員については、

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にする。なお、当該勤務の状況等 

は、基準第１７条により指定居宅介護支援事業所の管理者が管理する必要があり、非常勤の介護支援専

門員を含めて指定居宅介護支援事業所の業務として一体的に管理されていることが必要である。従っ

て、非常勤の介護支援専門員が兼務する業務の事業所を居宅介護支援の拠点とし独立して利用者ごと

の居宅介護支援台帳の保管を行うようなことは認められないものである。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業所の従業者たる介護支援専門員が指定居宅介護支援を担当す

るべきことを規定したものであり、当該事業所と介護支援専門員の関係については、当該事業所の管理

者の指揮命令が介護支援専門員に対して及ぶことが要件となるが、雇用契約に限定されるものではない

ものである。 

③ 同条第３項は、より適切な指定居宅介護支援を行うために、介護支援専門員の研修の重要性について

規定したものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を 

確保しなければならない。特に、介護支援専門員実務研修修了後、初めて就業した介護支援専門員に

ついては、就業後６月から１年の間に都道府県等が行う初任者向けの研修を受講する機会を確保しなけ

ればならない。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法

律第１１３号）第１１条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の 

充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３２号）第３０条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場

におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止 

のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業

主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。 

なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも

含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し

て雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成１８年厚生労働省告示第６１５号）及び事業主が職場

における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等について

の指針（令和２年厚生労働省告示第五号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されてい

るとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確
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化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ

定め、労働者に周知すること。なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措

置義務については、女性の職業生活における活躍の推進に関する律等の一部を改正する法律（令

和元年法律第二十四号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに

労働者の用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第３０条の２第１項の規定により、中小企業

（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が５０００万円以下又は

常時使用する従業員の数が１００人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの

間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努めら

れたい。 

口 事業主が講じることが望ましい取組についてパワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷

惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい

取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のため

の取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止の

ための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介

護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることか

ら、イの必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・

職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手

引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口

設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業者が行う各種研修

の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれからの活用も含め、介護事業所における

ハラスメント対策を推進することが望ましい。 

業務継続計画の策定等（基準第１９条の２） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継

続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。 

※令和６年４月１日より義務化。 

解釈通知 

（１５）業務継続計画の策定等 

① 基準第１９条の２は、指定居宅介護支援事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が

継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定す

るとともに、当該業務継続計画に従い、介護支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓

練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。利用者がサービス利用を継続する

上で、指定居宅介護支援事業者が重要な役割を果たすことを踏まえ、関係機関との連携等に努めること

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage%2005120.html
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が重要である。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第１９条の２に基づ

き事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えな

い。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修

及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・

事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生

時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであるこ

とから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に

策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん

延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的

に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画  

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）  

ｂ 初動対応  

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

口 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品

の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

 ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常

時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。  

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時に

は別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の

業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施

することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務

継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの宿 

習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練について

は、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施

は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせな

がら実施することが適切である。 

設備及び備品等（基準第２０条） 

指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の

提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

解釈通知 

（１６）設備及び備品等 

基準第２０条に掲げる設備及び備品等については、次の点に留意するものである。 

① 指定居宅介護支援事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けるこ

とが望ましいが、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業との同一の事務室で

あっても差し支えないこと。なお、同一事業所において他の事業を行う場合に、業務に支障がないとき

は、それぞれの事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。 
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② 専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確

保することとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とすること。 

③ 指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保すること。ただし、他の事業所及び施設等と同一敷

地内にある場合であって、指定居宅介護支援の事業及び当該他の事業所及び施設等の運営に支障が 

ない場合は、当該他の事業所及び施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるも

のとする。 

従業者の健康管理（基準第２１条） 

 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わな

ければならない。 

感染症の予防及びまん延の防止のための措置（基準第２０条の２） 

指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しない

ように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修及び訓練を定期的に実施すること。 

解釈通知 

（１７）感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

基準第２１条の２に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的

には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対策

委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、

特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構

成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」

という。）を決めておくことが必要である。なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施

設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常

的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、

各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看

護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当

者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね六月に一回以上、定期的に開

催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして

差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行う
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ことも差し支えない。 

感染対策委員会は、居宅介護支援事業所の従業者が一名である場合は、ロの指針を整備することで、

委員会を開催しないことも差し支えない。この場合にあっては、指針の整備について、外部の感染管理等

の専門家等と積極的に連携することが望ましい。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時

の対応を規定する。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対

策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関

や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。ま

た、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも

必要である。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」

を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

介護支援専門員等に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の

徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所

が定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望まし

い。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。なお、研修の実施は、厚生労働省「介

護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うも

のでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。また、平時から、実際に感染症が発生した場合を

想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。

訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内

容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとす

る。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に

組み合わせながら実施することが適切である。 

掲示（基準第２２条）  

１ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援

専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、か

つ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

（３については、令和７年４月１日より義務化） 

解釈通知 

（１８）掲示 

① 基準第２２条第１項は、基準第４条の規定により居宅介護支援の提供開始時に運営規程の概要、介護

支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実

施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を利用申込者及びその家族に対して説明を

行った上で同意を得ることとしていることに加え、指定居宅介護支援事業所への当該重要事項の掲示を

義務づけることにより、サービス提供が開始された後、継続的にサービスが行われている段階においても

利用者の保護を図る趣旨である。また、基準第２２条第３項は、指定居宅介護支援事業者は、原則として、
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重要事項を当該指定居宅介護支援事業者のウェブサイトに掲載することを規定したものであるが、ウェブ

サイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。なお、指定居宅介護

支援事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要

がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその

家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 介護支援専門員の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨

であり、介護支援専門員の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

ハ 介護保険法施行規則第１４０条の４４各号に掲げる基準に該当する指定居宅介護支援事業所につ

いては、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第２２条第３項

の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない

場合も、同条第１項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準省令第３１条第１

項の規定に基づく措置に代えることができること。 

② 基準第２２条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその

家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定居宅介護支援事業所内に備え付けることで同条第１項の掲示

に代えることができることを規定したものである。 

秘密保持（基準第２３条） 

１ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者

の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかな

ければならない。 

解釈通知 

（１９）秘密保持 

① 基準第２３条第１項は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者に、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業者に対して、過去に当該指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定居宅介護支援事業者は、当該指

定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの

秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を

講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、介護支援専門員及び居宅サービス計画に位置付けた各居宅サービスの担当者が課題

分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を共有するためには、あら 

かじめ、文書により利用者及びその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意

については、指定居宅介護支援事業者が、指定居宅介護支援開始時に、利用者及びその家族の代表 

から、連携するサービス担当者間で個人情報を用いることについて包括的に同意を得ることで足りるもの

である。 
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広告（基準第２４条） 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容が

虚偽又は誇大なものであってはならない。 

居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等（基準第２５条） 

１ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更

に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサ

ービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対し

て特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して

特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等か

ら金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

解釈通知 

（２０）居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 

① 基準第２５条第１項は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業者及び指定

居宅介護支援事業所の管理者が当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員に利益誘導のために特 

定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付ける旨の指示等を行うことを禁じた規定である。これ

は、居宅サービス計画があくまで利用者の解決すべき課題に即したものでなければならないという居宅介

護支援の公正中立の原則の遵守をうたったものであり、例えば、指定居宅介護支援事業者又は指定居宅

介護支援事業所の管理者が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみを位置付けるように指示すること

等により、解決すべき課題に反するばかりでなく、事実上他の居宅サービス事業者の利用を妨げることを

指すものである。また、介護支援専門員は、居宅介護支援費の加算を得るために、解決すべき課題に即さ

ない居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けることがあってはならない。ましてや指定居宅介護支援

事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員に同旨

の指示をしてはならない。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が利用者に利益誘導のために特定の居宅

サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行うことを禁じた規定である。これも前項に規

定した指定居宅介護支援の公正中立の原則の遵守をうたったものであり、例えば、指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみを利用するように指示すること等に

より、解決すべき課題に反するばかりでなく、事実上他の居宅サービス事業者の利用を妨げることを指すも

のである。また、介護支援専門員は、居宅介護支援費の加算を得るために、解決すべき課題に即さない

居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けることがあってはならない。 

③ 同条第３項は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定居宅介護支援事業者及びその従

業者が、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当

該居宅サービス事業者等から、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととしたものである。 

苦情処理（基準第２６条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた

指定居宅サービス等（第６項において「指定居宅介護支援等」という。）に対する利用者及びその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければなら

ない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第２３条の規定により市町村が行
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う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及

び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場

合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告し

なければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第４１条第１項に規定する指定居

宅サービス又は法第４２条の二第１項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団

体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団

体連合会が行う法第１７６条第１項第三号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関

して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

解釈通知 

（２１）苦情処理 

① 基準第２６条第１項は、利用者の保護及び適切かつ円滑な指定居宅介護支援、指定居宅サービス等の

利用に資するため、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居

宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならないことと

したものである。具体的には、指定居宅介護支援等についての苦情の場合には、当該事業者は、利用 

者又はその家族、指定居宅サービス事業者等から事情を聞き、苦情に係る問題点を把握の上、対応策を

検討し必要に応じて利用者に説明しなければならないものである。なお、介護保険法第２３条の規定に 

基づき、市町村から居宅サービス計画の提出を求められた場合には、基準第２６条第３項の規定に基づい

て、その求めに応じなければならないものである。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定居宅介護支援事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該

苦情（指定居宅介護支援事業者が提供したサービスとは関係ないものを除く。）の内容等を記録することを

義務づけたものである。また、指定居宅介護支援事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重

要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべき

である。なお、基準第２９条第２項に規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければならな

い。 

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健康保険団

体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁である市町村が、一次的には居宅サービス等に関する苦

情に対応することが多くなることと考えられることから、市町村についても国民健康保険団体連合会と同様

に、指定居宅介護支援事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確

にしたものである。 

④ なお、指定居宅介護支援事業者は、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要に

ついて明らかにし、相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサービスの内容を

説明する文書に記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載するべきものである。なお、

ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第２の３の（１８）の①に準ずるものとする。 

 

事故発生時の対応（基準第２７条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速
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やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければな

らない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した

場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

解釈通知 

（２２）事故発生時の対応 

基準第２７条は、利用者が安心して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう事故発生時の速やかな対応

を規定したものである。指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が

発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講じるべきこととするとともに、事故の状況

及び事故に際して採った処置について記録し、また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償す

べき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うべきこととしたものである。なお、基準第２９条第２項の

規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、２年間保存しなければならない。

このほか、以下の点に留意されたい。 

① 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合の

対応方法について、あらかじめ定めておくことが望ましいこと。 

② 指定居宅介護支援事業者は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。

そのため事業者は損害賠償保険に加入しておくか賠償資力を有することが望ましいこと。 

③ 指定居宅介護支援事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じ

ること。 

虐待の防止（基準２７条の２） 

指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じな

ければならない。 

一 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専

門員に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

※令和６年４月１日より義務化 

解釈通知 

（２３）虐待の防止 

基準省令第２７条の２は虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、介護保険法の目的

の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指

定居宅介護支援事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止する

ための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律」（平成１７年法律第１２４号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、

その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から指定居宅介護

支援事業所における虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定居宅介護支援事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提
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供にあたる必要があり、第１条の２の基本方針に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれ

らに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業

者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定居宅介護支援事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しや

すい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の

通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利

用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定居宅介護支援事業者は

当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めること

とする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止す

るために次に掲げる事項を実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第一号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等の発

生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する 

委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすると

ともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に 

活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定

されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて

慎重に対応することが重要である。なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これ

と一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサ

ービス事業者との連携により行うことも差し支えない。また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」等を遵守すること。虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討 

することとする。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）

は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関す

ること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト  前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針（第二号） 

指定居宅介護支援事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこと

とする。  

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方  
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ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針  

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針  

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

へ 成年後見制度の利用支援に関する事項  

ト  虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項  

リ  その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第三号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適

切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定居宅介護支援事業所における指針に基づき、 

虐待の防止の徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護

支援事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、

新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。また、研修の実施内容につ

いても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内職員研修での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第四号） 

指定居宅介護支援事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適

切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者

と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・

施設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日

常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者な

ど、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※）身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護

師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当

者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

会計の区分（基準第２８条） 

指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とそ

の他の事業の会計とを区分しなければならない。 

解釈通知 

（２４）会計の区分 

基準第２８条は、指定居宅介護支援事業者に係る会計の区分について定めたものである。なお、具体的な

会計処理の方法等については、別に通知するところによるものである。 

記録の整備（基準第２９条） 

１ 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 第１３条第十三号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

イ 居宅サービス計画 

ロ 第１３条第七号に規定するアセスメントの結果の記録 

ハ 第１３条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録 
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ニ 第１３条第十四号に規定するモニタリングの結果の記録 

三 第１３条第二号の三の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録 

四 第１６条の規定による市町村への通知に係る記録 

五 第２６条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

六 第２７条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

解釈通知 

（２５）記録の整備 

基準第２９条第２項は、指定居宅介護支援事業者が同項各号に規定する記録を整備し、２年間保存しなけ

ればならないこととしたものである。なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・

解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指すも

のとする。 

電磁的記録等（基準第３１条） 

１ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第７条（第３０条において準用する場合を含

む。）及び第１３条第二十四号（第３０条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他こ

れらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている

又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

解釈通知 

（１） 電磁的記録について 

 基準第３１条第１項は、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者（以下「事業者

等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この省令で規定する書面（被保険 

者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとしたものであ

る。  

① 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又

は磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

② 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク

等をもって調製するファイルにより保存する方法  

イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る

電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

③ その他、基準第３１条第１項において電磁的記録により行うことができるとされているものは、①及び②に

準じた方法によること。 

④ また、電磁的記録により行う場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱の為のガ

イダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

（２） 電磁的方法について 
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基準第３１条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の

業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交付、 

「説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次

に掲げる電磁的方法によることができることとしたものである。 

①電磁的方法による交付は、基準第４条第２項から第８項までの規定に準じた方法によること。 

②電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられ

ること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にするこ

と。 

③電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署

名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和

２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

④その他、基準第３１条第２項において電磁的方法によることができるとされているものは、①から③までに準

じた方法によること。ただし、基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当

該定めに従うこと。 

⑤また、電磁的方法による場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダ

ンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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介護報酬算定に関する基準について  

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年 厚生省告示第二十号） 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び 

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項通知老企３６について（平成１２年 老企第３６

号） 

 

居宅介護支援費 

単位数表告示 イ 

イ 居宅介護支援費（１月につき） 

（１）居宅介護支援費（Ⅰ） 

（一）居宅介護支援費（ⅰ） 

ａ 要介護１又は要介護２                １，０８６単位 

ｂ 要介護３、要介護又は要介護５      １，４１１単位 

（二）居宅介護支援費（ⅱ） 

ａ 要介護１又は要介護２              ５４４単位 

ｂ 要介護３、要介護又は要介護５        ７０４単位 

（三）居宅介護支援費（ⅲ） 

ａ 要介護１又は要介護２              ３２６単位 

ｂ 要介護３、要介護又は要介護５        ４２２単位 

 

（２）居宅介護支援費（Ⅱ） 

（一）居宅介護支援費（ⅰ） 

ａ 要介護１又は要介護２             １，０８６単位 

ｂ 要介護３、要介護又は要介護５       １，４１１単位 

（二）居宅介護支援費（ⅱ） 

ａ 要介護１又は要介護２               ５２７単位 

ｂ 要介護３、要介護又は要介護５         ６８３単位 

（三）居宅介護支援費（ⅲ） 

ａ 要介護１又は要介護２               ３１６単位 

ｂ 要介護３、要介護又は要介護５         ４１０単位 

 

注１ 

（１）については、利用者に対して指定居宅介護支援（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）を行う、かつ、月の末尾において指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「基準」とい

う。）第１４条第１項の規定により、同行に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者（法第４６

条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）について、次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業

所（基準第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所を言う。以下同じ。）は、次のイからハまでにか

かわらず、（１）の（一）を適用する。また、（２）を算定する場合には、（１）は算定しない。 
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イ 居宅介護支援費（ⅰ） 

指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援を受ける１月当たりの利用者数に、当該指定居宅

介護支援事業所が法第１１５条の２２第１項の規定に基づく指定を受けて、又は法第１１５条の２３第３項の規

定の基づき指定介護予防支援事業者（法第５８条第１項に規定する指定季語予防支援事業者をいう。）か

ら委託を受けて行う指定介護予防支援（動向に規定する指定介護予防支援をいう。）の提供を受ける利用

者数（別に厚生労働大臣が定める地域に住所を有する利用者数を除く。）に３分の１を乗じた数を加えた数

を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第２条第八号に規定する常勤換算方法で算定した員

数をいう。以下同じ。）で除して得た数（以下「取扱件数」という。）が４５未満である場合又は４５以上である

場合において、４５未満の部分について算定する。 

 

ロ 居宅介護支援費（ⅱ） 

取扱件数が４５以上である場合において、４５以上６０未満の部分について算定する。 

 

ハ 居宅介護支援費（ⅲ） 

取扱件数が４０以上である場合において、６０以上の部分について算定する。 

 

注２ 

（２）については、公益社団法人国民健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央

会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業所及び指定居宅サ

ービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処

理システムの利用並びに事務職員の配置を行っており、厚生労働省の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当該方法

による届け出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下

「電子情報処理組織を使用する方法」という。）により、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に対

し、厚生労働省老健局長（以下「老健局長」という。）が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援

事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ、月の末日において基準第１４条第１項の規定

により、同項に規定する文書を提出している場合について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数

を算定することができる。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所

は、次のイからハまでにかかわらず、（２）の（一）を適用する。 

 

イ 居宅介護支援費（ⅰ） 

取扱件数が５０未満である場合又は取扱件数が５０以上である場合において、５０未満の部分について算

定する 

 

ロ 居宅介護支援費（ⅱ） 

取扱件数が５０以上である場合において、５０以上６０未満の部分について算定する 

 

ハ 居宅介護支援費（ⅲ） 
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取扱件数が４５以上である場合において、６０以上の部分について算定する 

留意事項通知老企３６第３の７ 

基本単位の取扱いについて  

（１）取扱件数の取扱い 

基本単位の居宅介護支援費（ⅰ）、居宅介護支援費（ⅱ）、居宅介護支援費（ⅲ）を区分するための取扱

件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をい

う。）の総数に指定介護予防支援に係る利用者（厚生労働大臣が定める地域（平成２４年厚生労働省告示

第１２０号）に該当する地域に住所を有する利用者を除く。）の数に３分の１を乗じた数を加えた数を当該事

業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

 

（２）ケアプランデータ連携システムの活用 

「国民健康保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者

等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム」

は、いわゆる「ケアプランデータ連携システム」を指しており、ケアプランデータ連携システムの利用申請を

市、クライアントソフトをインストールしている場合に当該要件を満たしていることとなり、当該システムによる

他の居宅サービス事業者とのデータ連携の実績は問わない。 

 

（３）事務職員の配置 

事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第１３条に掲げる

一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤のものでなくても差し支え

ない。なお、当該事業所配置に限らず、同一法人内の配置でも認められる。勤務の時間数については特段

の定めを設けていないが、当該事業所における業務の実情を踏まえ、適切な数の人員を配置する必要が

ある。 

 

（４）居宅介護支援費の割り当て 

居宅介護支援費（ⅰ）、（ⅱ）又は（ⅲ）の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古いも

のから順に、１件目から４４件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、４

５にその数を乗じた数から１を減じた件数（小数点以下の端数が生じる場合にあっては、その端数を切り捨

てた件数）まで）については居宅介護支援費（ⅰ）を算定し、４５件目（常勤換算方法で１を超える数の介護

支援専門員がいる場合にあっては、４５にその数を上司た件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞ

れ居宅介護支援費（ⅱ）又は（ⅲ）を算定すること。ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定する場合は、「４４件

目」を「４９件目」と、「４５」を「５０」と読み替える。 

 

留意事項通知老企３６第３の１ 

月の途中で、利用者が死亡し又は施設に入所した場合等 

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の指定居宅介護支援等基準第１４

条第１項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審査支払を国民健康保険団体連合会合会に委託して

いる場合は、国民健康保険団体連合会合会）に届け出ている事業者について、居宅介護支援費を算定す

る。 

留意事項通知老企３６第３の２ 

月の途中で、事業者の変更がある場合 

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国民健康保険団体連合会合会に提出
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する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業者の変更があった場合

には、変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中で他の市町

村に転出する場合を除く。）。 

 

留意事項通知老企３６第３の３ 

月の途中で、要介護度に変更があった場合 

要介護１又は要介護２と、要介護３から要介護５までは居宅介護サービス計画費の単位数が異なることか

ら、要介護度が要介護１又は要介護２から、要介護３から要介護５までに変更となった場合の取扱いは、月

末における要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。 

留意事項通知老企３６第３の４ 

月の途中で他の市町村に転出する場合 

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれぞれの支給限度額は、それ

ぞれの市町村で別々に管理することになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付

管理票も別々に作成すること。今場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事業者が作成した

場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算定されるものとする。 

留意事項通知老企３６第３の５ 

サービス利用表を作成した月において利用実績のない場合 

サービス利用表の作成が行われなかった月及びサービス利用表を作成した月においても利用実績のな

い月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。ただし、病院若しく

は診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院等」という。）から退院又は

退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し

た利用者については、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の

作成など請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求することができる。なお、その際は居

宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録を残しつつ、居宅

介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。 

高齢者虐待防止措置未実施減算 単位数表告示 イ注３ 

注３ 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単

位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する 

厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示８２の２ 

指定居宅介護支援等基準第２７条の２に規定する基準に適合していること。 

留意事項通知老企３６第３の８ 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指

定居宅介護支援等基準第２７条の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単

位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を敵的に開催

していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研

修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じ

た場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改

善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月から３月後に改善が認められた月までの間につい

て、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

業務継続計画未策定減算 単位数表告示 イ注４ 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の
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１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

経過措置 

令和７年３月３１日までは適用しない。 

 

厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示８２の３ 

指定居宅介護支援等基準第１９条の２第１項に規定する基準に適合していること。 

留意事項通知老企３６第３の９ 

業務継続計画未策定減算については、指定居宅介護支援等基準第１９条の２第１項に規定する基準を

満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当

該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単

位数から減算することとする。 

なお、経過措置として、令和７年３月３１日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを

踏まえ、速やかに作成すること。 

同一建物に居住する利用者に対する取扱い 単位数表告示 イ注５ 

指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定

居宅介護支援事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者又は指定居宅

介護支援事業所における１月あたりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等

を除く。）に居住する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の１００分の９５に相

当する単位数を算定する。 

留意事項通知老企３６第３の１０ 

指定居宅介護支援事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護支援

事業所と同一の建物（以下、「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者又は指定居宅介護支援事業

所における１月あたりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居

住する利用者に対する取扱い 

 

（１）同一敷地内建物等の定義 

注５における「同一敷地内建物等」とは、当該指定居宅介護支援事業所と構造上又は外形上、一体的な

建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定居宅介護支援事業所と建築物が道路等を挟んで

設置している場合を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具

体的には、一体的な建築物として当該建物の１回部分に指定居宅介護支援事業所がある場合や当該建物

と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内

にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

 

（２）同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

①「指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物」とは、

（１）に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定居宅介護支援事業所の利

用者が２０人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物

の利用者数を合算するものではない。 

②この場合の利用者数は、当該月において当該指定居宅介護支援事業者が提出した給付管理表に係る

利用者のうち、該当する建物に居住する利用者の合計とする。 

 

（３）本取扱いは、居宅介護支援事業所と建築物の位置関係により、効率的な居宅会介護支援の提供が可
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能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本取扱いの適用については、位置関係の身をもって

判断することがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、居宅介護支援の提供の効

率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。 

 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・同一敷地内であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければなら

ない場合 

 

（４）（１）及び（２）のいずれの場合においても、同一の建物に土江は、当該建築物の管理、運営法人が当該

指定居宅介護支援事業所の指定居宅介護支援事業者と異なる場合であっても該当するものであること。 

居宅介護支援の業務が適切に行われない場合  単位数表告示 イ注６ 

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、運営基準減算として所定単位数の１００分の５０に相当

する単位数を算定する。また、運営基準減算が２月以上継続している場合には、所定単位数は算定しな

い。 

厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示８２ 

指定居宅介護支援等基準第４条第２項並びに第１３条第七号、第九号から第十一号まで、第十四号及

び第十五号（これらの規定を同条第十六号において準用する場合を含む。）に定める規定に適合していな

いこと。 

留意事項通知老企３６第３の６ 

居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

注６の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基準告示第八十二号に規

定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。 

これは、適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定を遵守するよう努める

ものとする。市町村長は、規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するように指導すること。当該指導に

従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

 

（１）指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅サー

ビス事業者等を紹介するよう求めることができることについて説明を行っていない場合には、契約月から当

該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

 

（２）居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであること。 

①当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場

合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解消されるに至った月

の前月まで減算する。 

②サービス担当者会議の開催等を行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）に

は、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

③当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対

して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付してい

ない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

 

（３）次に掲げる場合において、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等の開催を行って
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いないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

①居宅サービス計画を新規に作成した場合 

②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

 

 

（４）居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当

たっては、次の場合に減算されるものであること。 

①当該事業所の介護支援専門員が次に掲げるいずれかの方法により、利用者に面接していない場合に

は、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する、 

イ １月に１回、利用者の居宅訪問することによって行う方法。 

ロ 次のいずれにも該当する場合であって、２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問し

ない月においては、テレビ電話装置等を活用して行う方法。 

ａ  テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 

ｂ  サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係

者の合意を得ていること。 

（ⅰ）利用者の心身の状況が安定していること 

（ⅱ）利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

（ⅲ）介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報につい

て、担当者から提供を受けること。 

②当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続する場合に

は、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

特別地域居宅介護支援加算 単位数表告示 イ注７ 

厚生労働大臣が定める地域に所在し、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支

援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所

定単位数に加算する。※厚生労働大臣が定める地域 平成２４年告示１２０ 

中山間地域等における小規模事業所加算 単位数表告示 イ注８ 

厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ

た指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の１００

分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。※厚生労働大臣が定める地域 平成２１年告示８３・

一 

厚生労働大臣が定める施設基準 施設基準４６ 

１月当たり実利用者数が２０人以下の指定居宅介護支援事業所であること。 

留意事項通知老企３６第３の１１ 

実利用者数とは前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均実利用者数をいうものとし、前年度の実績が６

月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、直近の３月におけ

る１月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業

者については、４月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数については、毎月ごとに記録

するものとし、所定の人数を上回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 
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中山間地域等提供加算 単位数表告示 イ注９ 

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用

者に対して、通常の事業の実施地域（基準第１８条第五号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を超

えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加

算する。※厚生労働大臣が定める地域 平成２１年告示８３・二 

 

特定事業所集中減算 単位数表告示 イ注１０ 

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、特定事業所集中減算として、１月につき２００単位

を所定単位数から減算する。 

厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示８３ 

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付け

られた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供され

たものの占める割合が１００分の８０を超えていること。 

留意事項通知老企３６第３の１３ 

（１）判定期間と減算適用期間 

居宅介護支援事業所は、毎年度２階、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サー

ビス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減

算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。 

 

 

 

 

 

（２）判定方法 

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所

介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以下「訪問介護サービス等」という。）が位置付けられた居

宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多

い法人（以下「紹介率最高法人」という）を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問

介護サービス等のいずれかについて８０％を超えた場合に減算する。 

 

（具体的な計算式） 

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が８０％

を超えた場合に減算 

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数 

 

（３）算定手続 

判定期間が前期の場合については９月１５日までに、判定期間が後期の場合については３月１５日まで

に、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果８０ ％を超

えた場合については当該書類を市長村長に提出しなければならない。 

なお、８ ０ ％を超えなかった場合についても、当該書類は各事業所において２年間保存しなければなら

ない。 

①判定期間における居宅サービス計画の総数 

 判定期間 減算適用期間 

前期 ３月１日から８月末日 １０月１日から３月３１日 

後期 ９月１日から２月末日 ４月１日から９月３０日 
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②訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

③訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介

率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 

④（２）の算定方法で計算した割合 

⑤（２）の算定方法で計算した割合が８０％を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、

その正当な理由 

 

（４）正当な理由の範囲 

（３）で判定した割合が８０％を超える場合には、８０％を超えるに至ったことについて正当な理由がある場

合においては、当該理由を市町村長に提出すること。なお、市町村長が当該理由を不適当と判断した場合

は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。 

①居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪間介護サービス等がサービスごとでみた場合に５事

業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合 

（例） 訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として１０事業所が所在する地域の場合は、訪問

介護については紹介率最高法人を位置づけた割合が８０％を超えても減算は適用されないが、通所

介護について８０％を超えた場合には減算が適用される。 

（例） 訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として４事業所が存在する地域の場合は、訪問介

護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた割合が８０％を超えた場合でも減

算は適用されない。 

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 

③判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下であるなど事業所が小規模である場合 

④判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が１

月当たり平均１０件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合 

（例） 訪問介護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均５件、通所介護が位置付けられた計画件数が

１月当たり平均２０件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が８０％を超え

ても減算は適用されないが、通所介護について８０ ％を超えた場合には減算は適用される。 

⑤サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認

められる場合 

（例）利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合

であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・

助言を受けているもの。 

⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合 

 

単位数表告示 イ注１１ 

利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護（短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合

を除く。）又は小規模多機能型居宅介護（短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。）、認知層対応型

共同生活介護（短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。）地域密着型特定施設入

居者生活介護（短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。）をうけている場

合は、当該月については、居宅介護支援費は、算定しない。 

初回加算 単位数表告示 ロ ３００単位 

指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画（法第８条第２４項に規定する居宅サービ

ス計画をいう。）を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣
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が定める基準に適合する場合は、１月につき所定単位数を加算する、ただし、イの注６に規定する別に厚生

労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。 

厚生労働大臣が定める基準 利用者等告示５６ 

次のいずれかに該当している場合 

イ新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合 

ロ要介護状態区分が２区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合  

留意事項通知老企３６第３の１２ 

初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。 

①新規に居宅サービス計画を作成する場合 

②要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

③要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 

 

特定事業所加算 単位数表告示 ハ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子処理情報組織を使用する方法により、

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届け出を行った指定居宅介護支援事業所は、当該基準に

掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 特定事業所加算（Ⅰ）   ５１９単位 

ロ 特定事業所加算（Ⅱ）   ４２１単位 

ハ 特定事業所加算（Ⅲ）   ３２３単位 

ニ 特定事業所加算（Ａ）   １１４単位 

厚生労働大臣が定める基準 利用者等告示８４ 

イ 特定事業所加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

（１）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を２名以上配置していること。た

だし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業

所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないも

のとする。 

（２）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を３名以上配置していること。ただ

し、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所

の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所（指定居宅介護支援事業

者である指定介護予防支援事業所に限る。以下同じ。）の職務と兼務をしても差し支えないものとす

る。 

（３）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項通知老企３６に係る伝達等を目的とし

た会議を定期的に開催すること。 

（４）２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保しているこ

と。 

（５）算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５であ

る者の占める割合が１００分の４０以上であること。 

（６）当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 

（７）地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事

例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 

（８）家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以
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外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。 

（９）居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

（１０）指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅

介護支援事業所の介護支援専門員１人当たり４５名未満であること。ただし、居宅介護支援費Ⅱを

算定している場合には５０人未満であること。 

（１１）介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又

は協力体制を確保していること。 

（１２）他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会を実施していること。 

（１３）必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス（介護保険

給付等対象サービス（法第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。）以外の保健医

療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。）が包

括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 

 

ロ 特定事業所加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

（１）イ（２）、（３）、（４）及び（６）から（１３）までの基準に適合すること。 

（２）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。ただし、利

用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他

の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支え

ないものとする。 

 

ハ  特定事業所加算（Ⅲ）  次のいずれにも適合すること。 

（１）イ（３）、（４）及び（６）から（１３）までの基準に適合すること。 

（２）ロ（２）の基準に適合すること。 

（３）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を２名以上配置していること。ただ

し、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所

の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し

支えないものとする。 

 

ニ  特定事業所加算（Ａ）  次のいずれにも適合すること。 

（１）イ（３）、（４）及び（６）から（１３）までの基準に適合すること。ただし、イ（４）、（６）、（１１）及び（１２）の基

準は他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支えないものとする。 

（２）ロ（２）の基準に適合すること。 

（３）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員１名以上配置していること。ただし、

利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の

他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支

えないものとする。 

（４）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法（当該指定居宅介護支援

事業所の従業者の勤務延時間数を当該指定居宅介護支援事業所において常勤の従業者が勤務す

べき時間数で除することにより、当該指定居宅介護支援事業所の従業員の員数を常勤の従業者の

員数に換算する方法をいう。）で１以上配置していること。ただし、当該介護支援専門員は他の居宅

介護支援事業所（（１）で連携している他の居宅介護支援事業所がある場合は、当該連携先の居宅

介護支援事業所に限る。）の職務と兼務をしても差し支えないものとし、利用者に対する指定居宅介
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護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同

一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 

 

留意事項通知老企３６第３の１４ 

（１） 趣旨 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確

保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケア

マネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。 

 

（２）基本的取扱方針 

特定事業所加算（ Ｉ ）、（ Ⅱ ）又は（ Ⅲ ）又は（ Ａ ）の対象となる事業所については、 

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること。 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも

適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であることが必要であ

る。 

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、（１）に掲げる趣旨に合致した適切な運

用を図られるよう留意されたい。 

 

（３）厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

①（１）関係 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない

場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務

を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括

支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供す

る場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えら

れる。 

②（２）関係 

常勤勝専従の開祖支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合

は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事

業所（当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けている場合に限る。⑭から⑯にお

いて同じ。）の職務と兼務をしても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の

職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介

護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談事業を行う

場合等が考えられる。また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員２名を置

く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員２

名及び介護支援専門員３名の合計 ５名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

③（３）関係 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項通知老企３６に係る伝達等を目的とした
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会議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。 

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

（１）現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

（２）過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

（３）地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

（４）保健医療及び福祉に関する諸制度 

（５）ケアマネジメントに関する技術 

（６）利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

（７）その他必要な事項 

イ  議事については、記録を作成し、２年間保存しなければならない。 

ウ  「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

④（４）関係 

２４時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相

談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番

制による対応等も可能であること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）については、携帯電話等の転送による対応等も可能であるが、連携先事業所

の利用者に関する情報を共有することから、指定居宅介護支援等基準第２３条の規定の遵守とともに、利用

者又はその家族に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い、同意を

得ること。 

⑤（５）関係 

要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が４０％以上であることについては、毎月その割合を記録し

ておくこと。 

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべきこととさ

れているものであり、この割合を満たすだけではなく、それ以外のケースについても、常に積極的に支援困

難ケースを受け入れるべきものであること。 

また、（７）の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当する

ケースは、例外的に（５）の４０％要件の枠外として取り扱いが可能であること（すなわち、当該ケースについ

ては、要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能）。 

⑥（６）関係 

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の資質向上のた

めの研修体系とその研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別

具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次

年度の計画を定めなければならない。また、管理者は研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要

に応じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度途中で加算取得の届出をする場合にあっては、
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当該届出を行うまでに計画を策定すればよいこと。 

 なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所との共同開催による研修実施も

可能である。 

⑦（７）関係 

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければな

らず、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。 

⑧（８）関係 

多様化・複雑化する課題に対応するために、家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、

生活困窮者、難病患者等、介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、研

修等に参加していること。なお、「家族に対する介護等を日常的に行っている児童」とは、いわゆるヤングケ

アラーのことを指している。また、対象となる事例検討会、研修等については、上記に例示するもののほか、

仕事と介護の両立支援制度や生活保護制度等も考えられるが、利用者に対するケアマネジメントを行う上

で必要な知識・技術を習得するためのものであれば差し支えない。 

⑨（９）関係 

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨

を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者から独立性を確保した事業所である必要が

あること。 

⑩（１０）関係 

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員１名当たり４５名未満

（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は５０名未満）であれば差し支えないこととするが、ただし、不当

に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障が出ることがないよう配慮しなければならないこと。 

⑪（１１）関係 

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受入が可能な

体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習

等の受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにすること。なお、特定事業所加算

（Ａ）を算定する事業所については連携先事業所との共同による協力及び協力体制も可能である。 

⑫（１２）関係 

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域における居宅

介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他

の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければ

ならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくと

も次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をす

る場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すること。なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する

事業所については連携先事業所との協力による研修会等の実施も可能である。 

⑬（１３）関係 

多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介護給付等対象サービス

（介護保険法第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。）以外の保健医療サービス又は福
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祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等のことをいう。 

⑭特定事業所加算（ Ⅱ ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員については、当該事業所の居宅介護支援

業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある

他の事業所の職務（介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）の場合にあっては、指定介護予防支

援事業所の職務に限る。）を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の

他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指

定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援

事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したが

って、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員３名の

合計４名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

⑮特定事業所加算（ Ⅲ ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業

所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内

にある他の事業所の職務（介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）の場合にあっては、指定介護

予防支援事業所の職務に限る。）を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事

業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受

けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談

支援事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したが

って、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員２名の

合計３名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

⑯特定事業所加算（Ａ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員並びに常勤換算方法で１の介護支援専門

員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業

所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務（介護支援専門員（主任介護支援専

門員を除く。）の場合にあっては、指定介護予防支援事業所の職務に限る。）を兼務しても差し支えないも

のとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援セン

ターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤換算方法で１の介護支援専門員とは別に、主任

介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主

任介護支援専門員及び介護支援専門員１名の合計２名を常勤かつ専従で配置するとともに、介護支援戦

も人を常勤換算方法で１の合計３名を配置する必要があること。 

この場合において、当該常勤換算方法で１の介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所（連携先に限

る）の職務と兼務しても差し支えないが、当該兼務に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に

置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずし
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も指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。 

⑰その他 

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業

所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特

定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。 

 

（４）手続 

本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに基準の遵守状況に関する所定の記録を作成

し、２年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。 

 

 

特定事業所医療介護連携加算 単位数表告示 ニ １２５単位 

注 

別に厚生労働大臣が定める基準に適応しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届け出を行った指定居宅介護支援事業所は、１月につき

所定単位数を加算する。 

厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示８４の２ 

次のいずれにも適合すること。 

イ 前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）ロ又

は（Ⅲ）の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数

（第八十五号の二、イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。）の合計が３５回以上であ

ること。 

 

ロ 前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を１５回以上算定し

ていること。 

  （経過措置・改正告示附則第６条） 

 

ハ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定していること。 

留意事項通知老企３６第３の１５ 

（１）基本的取扱方針 

当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取り組みをより積極的

に行う事業所であることが必要となる。 

 

（２）具体的運用方針 

ア 退院・退所加算の算定実績について 

退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、その算定に係

る病院等との連携回数が、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前年度の

２月までの間において３５回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

 

イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について 

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所医療介護連携加算を算
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定する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間において、算定回数が１５回以上の場合に要件を

満たすこととなる。なお、経過措置として、令和７年３月３１日までの間は、従前のとおり算定回数が５回以上

の場合に要件を満たすこととし、同年４月１日から令和８年３月３１日までの間は、令和６年３月におけるター

ミナルケアマネジメント加算の算定回数に３を乗じた数に令和６年４月から令和７年２月までの間におけるタ

ーミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が１５回以上である場合に要件を満たすこととするた

め、留意すること。 

 

ウ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績について 

特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所が医療・介護

連兼に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の要件を満たす場合であっても、特定

事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれかを算定していない月は特定事業所医療介護連携加算の算定

はできない。 

 

入院時情報連携加算 単位数表告示 ホ  

利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の

心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定め

る基準に掲げる区分に従い、利用者１人につき１月に１回を限度として所定の単位数を加算する。ただし、

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

 

イ 入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０単位 

ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００単位 

厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示８５ 

次のいずれにも適合すること。 

イ 入院時情報連携加算（Ⅰ）  

利用者が病院又は診療所に入院した日（入院の日以前に当該利用者に係る情報を提供した場合には

当該情報を提供した日を含み、指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後に、

又は運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に入院した場合には当該入院し

た日の翌日を含む。）のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供

していること。 

 

ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ） 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日（イに規定する入院した日を除き、運営規程

に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から

起算して３日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に当たる時は、当

該営業日以外の日の翌日を含む。）に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情

報を提供していること。 

留意事項通知老企３６第３の１６ 

（１）総論 

「必要な情報」とは、具体的には、利用者の入院日、心身の状況（例えば疾患・病歴、認知症の有無や徘

徊等の行動の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況

など）及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者１人につき、１月に１回を限度として算
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定することとする。 

また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段（面談、 ＦＡＸ等）等

について、居宅サービス計画等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、居宅サービス計画等の活

用が考えられる。 

 

（２）入院時情報連携加算（ Ｉ ） 

利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単位数を算

定する。なお、入院の日以前に情報提供した場合及び指定居宅介護支援事業所における運営規程に定

める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供

した場合も、算定可能である。 

 

（３）入院時情報連携加算（ Ⅱ ） 

利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所

定単位数を算定する。なお、運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院

した場合であって、当該入院した日から起算して３日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業

所の営業日以外の日に当たる時は、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能であ

る。 

退院・退所加算 単位数表告示 ヘ 

病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入

所していた者が退院は退所（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年

厚生労働省告示第１２６号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護のツ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年

厚生省告示第二十一号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのレの

在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サ

ービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着

型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を

受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を

行った場合（同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を

行う場合に限る。）には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につ

き１回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。 

 

イ 退院・退所加算（Ⅰ）イ    ４５０ 単位 

ロ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ    ６００ 単位 

ハ 退院・退所加算（Ⅱ）イ    ６００ 単位 

ニ 退院・退所加算（Ⅱ）ロ    ７５０ 単位 

ホ 退院・退所加算（Ⅲ）      ９００ 単位 

厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示８５の２ 

イ 退院・退所加算（Ⅰ）イ    ４５０ 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報

の提供をカンファレンス以外の方法により１回受けていること。 
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ロ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ    ６００ 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報

の提供をカンファレンスにより１回受けていること。 

 

ハ 退院・退所加算（Ⅱ）イ    ６００ 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報

の提供をカンファレンス以外の方法により２回以上受けていること。 

 

ニ 退院・退所加算（Ⅱ）ロ    ７５０ 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報

の提供を２回受けており、うち１回以上はカンファレンスによること。 

 

ホ 退院・退所加算（Ⅲ）      ９００ 単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報

の提供を３回以上受けており、うち１回以上はカンファレンスによること。  

 

留意事項通知老企３６第３の１７ 

（１）総論 

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院

等」という。）への入所をしていた者が退院又は退所（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は

介護老人福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅において居

宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、

当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居

宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス

又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、

算定しない。なお。利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。 

 

（２） 算定区分について 

退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又は入所期間中１回（医師等から

の要請により、退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で居宅サービス計画を

作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含む）のみ算定するこ

とができる。 

面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下こ

の項において「利用者等」。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について、当該利用者

等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

①退院・退所加算（ Ｉ ）イ・ロ 

退院・退所加算（１）イ及び口については、病院等の職員からの情報収集を１回行っている場合に算定可

能であり、うち（ Ｉ ）口についてはその方法がカンファレンスである場合に限る。 

②退院・退所加算（ Ⅱ ）イ・ロ 
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・退院・退所加算（ Ⅱ ）イについては、病院等の職員からの情報収集を２回以上行っている場合に算定可

能。 

・退院・退所加算（ Ⅱ ）口については、病院等の職員からの情報収集を２回行っている場合であって、う

ち１回以上がカンファレンスによる場合に算定可能。 

③退院・退所加算（ Ⅲ ） 

退院・退所加算（ Ⅲ ）については、病院等の職員からの情報収集を３回以上行っている場合であっ

て、うち１回以上がカンファレンスによる場合に算定可能。 

 

（３） その他の留意事項通知老企３６ 

①（２）に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。 

イ 病院又は診療所 

診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第一医科診療報酬点数表の退院時共

同指導料２の注３の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、

福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。 

 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

このロにおいて指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年３月１４

日厚生労働省令第３４号。以下「基準」という。）第１３４条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び

居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第１３１条第１項

に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限

る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居

宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

 

ハ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下「基準」

という。）第７条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供等を

行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及

び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっ

ては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

 

ニ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第４

０号。以下「基準」という。）第８条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報

提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき

従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場

合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するこ

と。 

 

ホ 介護医療院 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年１月１８日  厚生労働省令第

五号。以下「基準」という。）第１２条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情

報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業
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者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合に

あっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

 

②同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、１回として算

定する。 

 

③原則として、退院・退所前に利用者に関する情報を得ることが望ましいが、退院後７日以内に情報を得た

場合には算定することとする。 

 

④カンファレンスに参加した場合は、（ｌ）において別途定める様式ではなく、カンファレンスの日時、開催場

所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写

しを添付すること。 

通院時情報連携加算 単位数表告示 ト   ５０単位 

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、

医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の

提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅

サービス計画に記録した場合は、利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。 

留意事項通知老企３６第３の１８ 

当該加算は、利用者は医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者

の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な

情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合に、算定を行うものである。なお、同席にあた

っては、利用者の同意を得た上で、医師又は歯科医師等と連携を行うこと。 

緊急時等居宅カンファレンス加算 単位数告示 チ   ２００単位 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問

し、カンファレンスを行い、必要に応じて当該利用者に必要なサービスの利用に関する調整を行った場合

は、利用者１人につき１月に２回を限度として算定できる。  

留意事項通知老企３６第３の１９ 

（１）当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導日が異なる場合は指導日もあわせて）、カ

ンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記

載すること。 

 

（２）当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更等

の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化していることが十

分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着

型サービスの調整を行うなど適切に対応すること。 

 

ターミナルケアマネジメント加算 単位数告示 リ ４００単位 

在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報

処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介

護支援事業所が、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、

その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の

居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居
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宅サービス事業者に提供した場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示８５の３ 

ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、２ ４時間連絡できる体制を確保して

おり、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。 

留意事項通知老企３６第３の２０ 

（１）ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、

利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定

することとする。 

 

（２）ターミナルケアマネジメント加算は、１人の利用者に対し、１か所の指定居宅介護支援事業所に限り算

定できる。なお、算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者が死亡日又はそれに最も

近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所がターミナルケ

アマネジメント加算を算定することとする。 

 

（３）ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意した時点以降は、次に掲

げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。 

①終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援事業者

が行った支援についての記録 

 

② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者

等と行った連絡調整に関する記録 

 

③当該利用者が、医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した

ものに該当することを確認した日及びその方法 

 

（４）ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、２ ４

時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算定することがで

きるものとする。 

 

（５）ターミナルケアマネジメントに当たっては、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその

家族の意向を把握する必要がある。また、その際には、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケ

アの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が

実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 
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Ⅳ 運営指導で指摘が多い事項（居宅介護支援）          
 

〇内容及び手続の説明及び同意、変更の届出 

・運営規程、契約書及び重要事項説明書について、内容や語句に不備が見られる。 

・利用者は複数の指定居宅サービス事業所等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定

居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等ついて、説明がされているか確認で

きないものがある。 

・居宅介護支援事業所の介護支援専門員の変更があっているが変更届が出されていない。 

・前６月間に作成された居宅サービス計画の総数のうち訪問介護等がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計

画の数が占める割合や訪問介護等ごとの回数のうち同一のサービスの事業所によって提供されたものが占め

る割合等について、文書を交付して説明されていないものがある。 
  

 

〇指定居宅介護支援の具体的取扱方針 

（アセスメント） 

・居宅サービス計画を更新するにあたり、アセスメント等がされていないものがある。 

・アセスメントの２３項目が十分に把握されないままに計画書が立案されているものがある。 

・アセスメントのための居宅訪問及び利用者面接が明確でない記録が見られる。 

・アセスメント作成時期の遅延がある。 

・心身の状態や環境変化があったにも関わらずアセスメントの把握内容が変更されていないものがある。 

・サービスの根拠となる心身の状況や環境について記載されていないものがある。 
 

（居宅介護サービス計画書） 

・居宅サービス計画書に利用者の同意のないもの、同意が家族のみで利用者の同意のないものがある。 

・居宅サービス計画書の利用者の同意、交付がサービス開始後になっている。 

・居宅サービス計画に係る利用者の同意を、サービス担当者会議の開催前に得ているものがある。 

・サービス担当者会議の記録、居宅介護支援経過の記録やモニタリングの評価の記録がなく、適切に実施されて

いたか確認できない。 

・居宅サービス計画に、家族の支援を含むインフォーマルサービスや他制度による支援を位置付けるよう努めて

いないものがある。 

・軽微な変更と判断した根拠が不明瞭なものがある。 

・居宅サービス計画の作成に当たり、利用者の状態像は把握できているが、解決すべき課題が把握できていない。 

・居宅サービス計画書の短期目標の設定内容が漠然としたまま継続されている。 

・居宅サービス計画の長期目標・短期目標の終期において、達成状況の評価が行われていない。 

・居宅サービス計画第２表において、「サービス内容の期間」が「短期目標」の期間と連動していない。 

・通所リハビリテーションや居宅療養管理指導等、医療系サービスが入る居宅サービス計画において、主治医の

意見に関する記載が確認できないものがある。 

・医療系サービスを位置付けた居宅サービス計画書を作成した際に、意見を求めた医師に対し、居宅サービス計

画書の交付がなされたか確認できないものがある。 

・福祉用具貸与、購入の必要性について検証されているか確認できないものがある。必要がある場合にその理由

が居宅サービス計画に記載されていないものがある。 
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・区分変更時等において、暫定的な居宅サービス計画が作成されているか確認できない。 

 

（モニタリング） 

・モニタリングについて、場所や日時などの記載がなく、利用者の居宅を訪問して行ったことが確認できないもの

があった。 

・利用者に対するモニタリングについて、介護支援専門員が兼務する通所介護事業所の送迎時に行っている事

例がある。 

・モニタリングにおいて目標の進捗管理が不十分なものがある（〇×チェックのみの記載となっており、詳細が記

載されていない）。 

・モニタリングの記録内容がコピーされていて、毎回同じものとなっており、他の記録と整合性が取れないものがあ

る。 

 

（サービス担当者会議） 

・要介護認定の新規、更新、区分変更に伴い居宅サービス計画を作成する際にサービス担当者会議が開催され

ていない。 

・サービス担当者会議でサービス内容が変更になっているが、居宅サービス計画を変更せず、サービス利用票だ

けを変更しているものがある。 

・通所介護サービス提供時間中にサービス担当者会議を行っていたが、通常の実績で給付管理されているもの

があった。 

・サービス提供事業所において作成された個別サービス計画書の受領が確認できないものがある。 

・（新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いを適用している場合において）要介護認定の新規、更新、区

分変更時の担当者会議を招集せず、照会により実施したものにおいて、担当者に対する意見が全ての事業所

に対して求められていない。 

 

〇勤務体制の確保 

・事業所ごとに、勤務表が作成されていない。 

・介護支援専門員が外部の研修に参加しているが資料のみの保存であり、事業所内での情報共有がされていな

い。 

 

〇掲示 

・事業所に掲示されている運営規程の概要等が古い内容で、最新の情報となっていない。 

・運営規程の概要や職員の勤務体制等、利用者のサービスの選択に資する重要事項の掲示がされていない。 

・提供するサービスの第三者評価の実施状況について掲示がされていない。 

 

〇秘密保持 

・従業員の秘密保持に関する誓約書が取られていない。 

・従業者の個人情報の守秘義務に関する誓約書が取られていない。 

・個人情報使用の同意について、利用者からの同意はあるが、利用者の家族の同意がないものがある。 

 

〇苦情処理 
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・事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにされていない。 

・相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等が事業所に掲示されていない。 

 

〇事故発生時の対応 

・事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定められていない。 

 

〇記録の整備 

・サービス担当者会議の記録がなかったり、介護支援経過記録が長期間記載されていない等、記録の整備ができ

ていない。 

・支援経過が担当者の手帳に記されたまま支援経過記録に記載されていないものがある。 

・文書管理が出来ておらず、利用者の経過が追えないもの、担当介護支援専門員しか対応できない等の状況が

ある。 

 

〇生活援助中心型の算定理由 

・生活援助中心型の算定理由が記載されていないものがある。 

 

〇入院時情報連携加算 

・情報提供をおこなった日の確認が取れない。提供した情報が確認できない。 

 

〇退院・退所加算 

・退院・退所加算について、利用者が病院を退院する際、病院の職員から必要な情報を得て居宅サービス計画を

作成されていないものがある。 

・病院の職員から必要な情報を得て居宅サービス計画を作成されているが、情報提供を受けた日の確認が取れ

ないものがある。 

 

〇特定事業所集中減算 

・算出方法に誤りがある。 

・特定事業所集中状況に関する書類が作成、保存されていない。 

 

〇特定事業所加算 

・人員基準を満たしていない。 

・介護支援専門員個々の研修計画において、研修の目標や内容が全員同じ内容であり、個別具体的ではない。 

・他法人との事例検討会等の取組みについて、毎年度ごとに計画が定められていない。 
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参考資料 
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●特定事業所加算 記録様式（保存用） 
                   

居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録（保存用） 

 令和    年    月  サービス提供分 
          

 区  分 １ 新規    ２ 継続    ３ 廃止           

           

１ 主任介護支援専門員の状況 イ（１）・ロ（２）関係    
【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

 

①  

主任介護支援専門員氏名   

 主任介護支援専門員研修 

修了年月日 
      年    月    日  

 

②  

主任介護支援専門員氏名  

 
主任介護支援専門員研修 

修了年月日 
      年    月    日 

 

２ 介護支援専門員の状況 イ（２）・ハ（３）関係 
   【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

 
介護支援 

専門員数 
 人 内訳 常勤 

専従     人 非
常
勤 

専従     人   

 兼務     人 兼務     人   

 ※主任介護支援専門員を含めない。         

  「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」及び介護支援専門員の名簿（介護支援専門員の

登録番号を記載したもの）を添付すること。 
  

                   

３ イ（３）関係        【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

  利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項通知老企

３６に係る伝達等を目的とした会議を概ね週１回以上開催している。 
 有   ・   無   

 開催年月日     

 
※「有」の場合には、開催記録を添付すること。 

     

 

 議題については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護

支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項通知老企３６について

（平成１２年３月１日老企第３６号）に沿った議事を含めること。 

  

                   

４ イ（４）関係          【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

  ２４時間常時連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の

相談に対応する体制を確保している。 
有   ・   無   

 具体的な方法    

 
※「有」の場合には、具体的な体制を示した書類の添付でも可とする。 
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５ 利用者の状況（報告月の状況）      

 （１）要介護３～５の割合 イ（５）関係    【加算Ⅰ】  

 利用者数（合計） 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 
要介護３～５の

割合 

 人 人 人 人 人 人 ％ 

 （２）介護支援専門員１人あたりの利用者数 イ（１０）関係  【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

 利用者数（Ａ） 人 

介護支援 

専門員数（Ｂ） 

（常勤換算） 

人 

１人あたり 

利用者数 

（Ａ）÷（Ｂ） 

人 

 ※利用者数（Ａ）は、介護予防支援に係る利用者数に、３分の１を乗じた数を含む。    

                   

６ イ（６）関係       【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

  介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している。 有   ・   無 

 ※「有」の場合には、研修の実施計画及び実施状況を示した書面を添付すること。      

                   

７ 地域包括支援センター等との連携について イ（７）関係  【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

 （１）（地域包括支援センターから支援困難な利用者の紹介があった場

合）当該利用者に居宅介護支援の提供を開始した。 

有   ・   無 

開始件数 ：    件 

 （２） 地域包括支援センターから支援困難な利用者の紹介があった場

合には、引き受けられる体制を整えている。 

有   ・   無 

具体的な体制 ： 

 （３） （地域包括支援センター等が開催する事例検討会等がある場合）

当該事例検討会等に参加した。 

有   ・   無 

参加年月日： 

            

８ 事例検討会、研修等への参加について イ（８）関係                 【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】  

家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮

者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関

する事例検討会、研修に参加している。 

有    ・    無 
 

 

 

９ 減算の適用について イ（９）関係    【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

   

 特定事業所集中減算が適用されている。 有    ・    無 

   ・訪問介護において、紹介率が最も高い法人   ※有無にかかわらず、左記を記

載すること。     法人名： 

    占有率：           ％      

   ・通所介護において、紹介率が最も高い法人    

    法人名：      

    占有率：           ％       
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  ・福祉用具貸与において、紹介率が最も高い法人  

   法人名：    

   占有率：           ％    

  ・地域密着型通所介護において、紹介率が最も高い法人  

   法人名：    

   占有率：           ％    

 

１０ 実習の受入れについて イ（１１）関係                           【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

介護支援専門員実務研修の科目「ケアマネジメントの基礎技術

に関する実習」に協力又は協力体制を確保している。 
有    ・    無 

 

１１ イ（１２）関係                                           【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検

討会、研修会等を実施している。 
有   ・   無 

   ※「有」の場合は、実施状況を示した書面を添付すること。 

 

１２  イ（１３）関係                                          【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ】 

必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス

（インフォーマルサービスを含む）が包括的に提供されるような居

宅サービス計画を作成している。 

有  ・  無 
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記入日：　　　年　　　月　　　日

入院日：　　　年　　　月　　　日

:　　　年　　　月　　　日

入院時情報提供書

　年　　　　月　　　　日 生

　□ 自立   □ J１   □ J２   □ A１   □ A２   □ B１   □ B２   □ C１   □ C２                

　□ 自立    □　Ⅰ    □　Ⅱa    □　Ⅱb    □　Ⅲa    □　Ⅲb    □　Ⅳ     □　M

TEL

TEL： TEL

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連

「退院前訪問指導」を実施する場合の同行 　□ 希望あり

同封の書類をご確認ください。

□居宅サービス計画書1.2.3表　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人の生活歴

入院前の本人の

生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

入院前の家族の

生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

４．入院前の介護サービスの利用状況について

「退院前カンファレンス」への参加

退院後の世帯状況
□ 独居　　　□ 高齢世帯　　　□子と同居（家族構成員数　　　　　　　　　　　　　　　　　名　）　＊□ 日中独居

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特記事項

　□ 希望あり　　 ・具体的な要望（　　              　　　　　　　　　　　　　　　）　　　

家族や同居者等によ

る虐待の疑い*

　　　　　　　　　　　　医療機関　　　　　　　　　　　　　居宅介護支援事業所　　　　　　　

医療機関名：

ご担当者名：

事業所名：

ケアマネジャー氏名：

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　FAX：

在宅生活に

必要な要件

退院後の主介護者 □本シート２に同じ　　□左記以外（氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　続柄　　　　　　・ 年齢　　　　　）

３．本人／家族の意向について

６．カンファレンス等について（ケアマネジャーからの希望）

「院内の多職種カンファレンス」への参加 　□ 希望あり

入院前の介護

サービスの利用状況

５．今後の在宅生活の展望について（ケアマネジャーとしての意見）

□なし

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

介護力*  □介護力が見込める（　□十分　　・　　□一部　）　　 □介護力は見込めない　　□家族や支援者はいない

世帯に対する配慮
□不要

□必要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

世帯構成

キーパーソン

主介護者氏名

　□独居　　　□高齢者世帯　　□子と同居 　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊□日中独居

本人の趣味・興味・

関心領域等

生年月日

 特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 住居の種類（ 戸建て・　集合住宅）．  　　　階建て．        居室　　　階．    　エレベーター（有　・無）

入院時の要介護度
　□ 要支援（　　　　）　　□要介護（　　　　）　　有効期間：　　　年　　　月　　　日　　～　　年　　　月　　　日

　□ 申請中(申請日　　　／　　 ）　　　□区分変更（申請日　　　　／　　）　　□ 未申請

住環境
　※可能ならば、「写真」な

どを添付

２．家族構成／連絡先について

□ケアマネジャーの判断

利用者(患者)／家族の同意に基づき、利用者情報(身体・生活機能など)の情報を送付します。是非ご活用下さい。

住所 電話番号

患者氏名

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 年齢 　　才 性別

　明・大・昭

〒

男　    女

１．利用者(患者)基本情報について

□医師の判断

情報提供日

障害高齢者の

日常生活自立度

連絡先

（続柄　　　・　　才）

（続柄　　　・　　才）

認知症高齢者の

日常生活自立度

介護保険の

自己負担割合
　□　　　　割      □ 不明 障害など認定 　□ なし　□ あり（　身体 ・ 精神 ・ 知的　）

（同居・　別居）

年金などの種類 　□ 国民年金　　□ 厚生年金　　□ 障害年金　　　□ 生活保護　　□ その他(　　 　　　　　　　        　　　)
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　□ なし　　□ あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

　□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

全介助

　(　)　回／日　（　朝　   時頃　 ・昼　    時頃　 ・夜　    時頃　）

　□ 普通 　□きざみ　□ 嚥下障害食　□ ミキサー

　□ 経口　　□ 経管栄養　 　□ なし　□ あり 水分制限 □ あり（　　　　  　）□ なし　□不明

　□ なし　□ あり

　□ なし　□ あり

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連

疾患歴*

□なし

　□悪性腫瘍　　□認知症　　□急性呼吸器感染症　　□脳血管障害　　□骨折

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入

院

歴

*

最近半年間での入

院

□なし　　　□あり （理由：　　　　　　　　　　　　期間：　H　　　　年　　　月　　　日　～　H　　　年　　　月　　　日）

□不明

入院頻度 　□ 頻度は高い／繰り返している　　　□ 頻度は低いが、これまでにもある　　　□ 今回が初めて

意思疎通 問題なし やや難あり 困難

精神面における

療養上の問題

□なし

　□幻視・幻聴　　□興奮　　□焦燥・不穏　　□妄想　　□暴力/攻撃性　　□介護への抵抗　　□不眠

　□昼夜逆転　　□徘徊　　□危険行為　　□不潔行為　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

コミュニケーションに関する特記事項：

無 有 　　　　　本くらい／日 無  有　             合くらい/日あたり

全介助自立 見守り 一部介助

UDF等の食形態区分

服薬状況 　□ 処方通り服用　　　　　　□ 時々飲み忘れ　　　　　□飲み忘れが多い、処方が守られていない　　　　　□服薬拒否

お薬に関する、特記事項

入院前に実施している

医療処置*

□なし

　□点滴   □酸素療法   □喀痰吸引   □気管切開   □胃ろう   □経鼻栄養   □経腸栄養   □褥瘡

　□尿道カテーテル　　□尿路ストーマ　　□消化管ストーマ　　□痛みコントロール　　□排便コントロール

　□自己注射（　　　　　　　　　　　　　　）　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

８．お薬について　　　※必要に応じて、「お薬手帳（コピー）」を添付

内服薬 　□ なし　　　□ あり（　                    　） 居宅療養管理指導

薬剤管理 　□ 自己管理　　　□ 他者による管理　（・管理者：　　　　　　　　　　　・管理方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（職種： 　　　　　　　　　　  ）

９．かかりつけ医について

かかりつけ医機関名

医師名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 診察方法

・頻度

　□通院 　　 □ 訪問診療

　　・頻度＝（　　　　　　　）回　／　月

電話番号

睡眠の状態 良 不良（　　　　　　　　　　） 眠剤の使用

喫煙 飲酒

コミュニケー

ション能力

視力 問題なし やや難あり 困難 眼鏡 　□ なし　□ あり（　　　　  　　　　　　　）

聴力 問題なし やや難あり 困難 補聴器 　□ なし　□ あり

言語 問題なし やや難あり 困難

排泄

*

排尿 自立 見守り 一部介助 全介助 ポータブルトイレ 　□ なし　　□ 夜間　　　□常時

排便 自立 見守り 一部介助 全介助 オムツ／パッド 　□ なし　　□ 夜間　　　□常時

食事

内容

食事回数

食事形態

食事制限

不良 著しく不良 口臭 　□ なし　　□ あり

摂取方法

□ あり（　　　　  　）□ なし　□不明

水分とろみ

口腔
嚥下機能 むせない 時々むせる 常にむせる 義歯 　□ なし　　□ あり(　部分　・　総　）

口腔清潔 良

７．身体・生活機能の状況／療養生活上の課題について

麻痺の状況 なし 軽度 中度 重度 褥瘡の有無

移動(屋外）移　　乗 自立 見守り 一部介助 全介助

A

D

L

移　　動

食　　事 自立 見守り 一部介助 全介助

全介助

入　　浴

自立 見守り 一部介助 全介助

整　　容 自立 見守り 一部介助

自立 見守り 一部介助更　　衣 自立 見守り 一部介助 全介助 起居動作

移動(室内)
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１．基本情報・現在の状態　等 記入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ 性別 年齢

氏名 　男　・ 女 　歳

入院原因疾患

(入所目的等）

入院・入所先

今後の医学管理 医療機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方法

移動手段

排泄方法

入浴方法

食事形態

嚥下機能（むせ）

口腔清潔 　□良　　□不良　　□著しく不良

口腔ケア

睡　　眠 眠剤使用　　□なし　□あり

認知・精神

２．課題認識のための情報

医療処置の内容

回目 聞き取り日 会議出席

1 　　　年　　月　　日 無・有

2 　　　年　　月　　日 無・有

3 　　　年　　月　　日 無・有

※ 課題分析にあたっては、必要に応じて課題整理総括表の活用も考えられる。

　□通院　　□訪問診療

③

退

院

後

に

必

要

な

事

柄

➁

受

け

止

め

/

意

向

　□点滴　　□酸素療法　　□喀痰吸引　　□気管切開　□胃ろう　　□経鼻栄養　　□経腸栄養　　

　□褥瘡　　□尿道カテーテル　□尿路ストーマ　□消化管ストーマ　　　□痛みコントロール

　□排便コントロール　　□自己注射（　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

例）医療機関からの見立て・意見（今後の見通し、急変の可能性や今後、どんなことが起こりうるか（合併症）、良くなっていく又はゆっくり落ちていく方向なのか　等）

について、➀疾患と入院中の状況、➁本人・家族の受け止めや意向、③退院後に必要な事柄、④その他の観点から必要と思われる事項について記載する。

症状・病状の

予後・予測

＜家族＞退院後の生活

に関する意向

本人への病名告知　：□あり 　　□なし

＜本人＞退院後の生活

に関する意向

＜本人＞病気、障害、

後遺症等の受け止め方

退院・退所情報記録書

　□認知機能低下　□せん妄　□徘徊　□焦燥・不穏　□攻撃性　□その他（　　　　　　　　　　）

入院(所)中の使用：　□なし　□　あり　

　□自立　□一部介助　　□全介助　　

  □なし　　□あり（時々 ・ 常に　）
義歯

 □ なし　　□ あり(　部分　・　総　）

　□良好　　　□不良（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①

疾

患

と

入

院

(

所

)

中

の

状

況

属

性
退院(所)時の要介護度  (□　要区分変更）

　　様 □要支援（　　）・ 要介護(　　)　　□申請中 　　□なし

　□自立　□シャワー浴　 □一般浴　　□機械浴　　　□行わず

　□疼痛管理（痛みコントロール）　□更生装具・福祉用具等管理　□運動耐容能練習

　□地域活動支援　 □社会参加支援　　□就労支援　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

＜家族＞病気、障害、後

遺症等の受け止め方

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□なし　　

看護の視点

□なし　

　□血圧　　□水分制限　　□食事制限　　□食形態　　□嚥下　　□ 口腔ケア　　□清潔ケア　

　□血糖コントロール　　□排泄　　□皮膚状態　　□睡眠   □認知機能・精神面   □服薬指導

　□療養上の指導（食事・水分・睡眠・清潔ケア・排泄 などにおける指導）　□ターミナル

リハビリの視点

□なし　

　□本人指導　□家族指導　□関節可動域練習（ｽﾄﾚｯﾁ含む）　□筋力増強練習　□バランス練習　

　□トイレ　□ポータブル　□おむつ　　カテーテル・パウチ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入

院

（

所

）

概

要

・入院(所)日：H　　年　　月　　日　　　・退院(所)予定日：H　　年　　月　日

施設名　　　　　　                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棟　　　　　　　　　　　室

現在治療中の疾患 ➀　　　　　　　　　　➁　　　　　　　　　　③ 疾患の状況 安定（　　　　　　　）　不安定（　　　　　　　）

　□自立　□杖 　□歩行器 　□車いす　 □その他（　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　）

＊番号

記入

　□普通 　□経管栄養　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　 ） UDF等の食形態区分

退院に際しての日常生活の阻

害要因（心身状況･環境

等）

情報提供を受けた職種（氏名）

□なし　　□あり

　□麻痺・筋緊張改善練習　□起居／立位等基本動作練習　□摂食・嚥下訓練　□言語訓練

在宅復帰のために整えなけれ

ばならない要件

禁忌事項
（禁忌の有無） （禁忌の内容／留意点）

□なし　　□あり

　□ADL練習（歩行／入浴／トイレ動作／移乗等）　□IADL練習（買い物、調理等）
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居宅介護支援事業所の指定更新について 

 

介護保険法第七十九条の二の規定により、基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に６年間の期限

が設けられた。このため、事業者は指定日から６年を経過する毎に指定の効力を失うこととなるため、有効期間満

了日までに指定の更新申請をしなければならない。 

 

○指定更新に関する手続き 

 

 指定更新事前通知 

  指定の有効期間満了日２ヶ月程前に、伊万里市長寿社会課介護給付係から指定更新のお知らせに

ついて送付します。 

  ↓ 

 確認・準備 

  人員基準、運営基準等を満たすかどうか事業所の確認をお願いします。 

  ↓ 

指定更新申請書等の提出 

  指定更新申請書等を指定の有効期間満了日の１ヶ月前までに伊万里市長寿社会課介護給付係へ

提出してください。 

  ↓ 

 審 査 

  伊万里市長寿社会課介護給付係で指定更新申請書等を審査します。 

  ↓ 

 指定更新通知 

  問題がなければ、伊万里市長寿社会課介護給付係から指定更新の通知を送付します。 

 

○指定更新手数料 

伊万里市手数料条例に基づき下記のとおり徴収している。 

 

 

 

 

 

 

【参考】：ホームページから申請書が取り出せます。 

伊万里市ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｉｍａｒｉ．ｓａｇａ．ｊｐ／） 

組織から探す＞健康福祉部 長寿社会課＞介護事業者の方へ＞居宅介護支援事業所の指定申請等について 

 

 

 

 

サービス種別 金額 

居宅介護支援 ９，０００円 
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変更届について 

（変更の届出） 

  指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項

に変更があったとき、又は休止した指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、１０日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の１月前までに、その旨を市町村長に届け出なければ

ならない。 

（介護保険法第８２条） 

 

変更があった事項 項目 必要な添付書類 

事業所の名称 １ 運営規程（事業所の名称を記載している場合） 

事業所の所在地 ２ 平面図、写真（外観及び事務室、相談スペース）、 

運営規程（事業所の所在地を記載している場合） 

土地及び建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書 

主たる事務所の所在地 ３ 定款・登記事項証明書又は土地及び建物の登記簿謄本又は

賃貸借契約書、運営規程（所在地を記載の場合） 

代表者の氏名、生年月日及び住所 

及び職名 

４ 誓約書（居宅介護支援事業者用）、役員名簿、登記事項証明

書又は理事会等の議事録 

定款・寄附行為等及びその登記事

項証明書・条例等 

（当該事業に関するもの） 

５ 定款、登記事項証明書 

事業所の平面図 ６ 平面図、写真（変更箇所） 

事業所の管理者の氏名、生年月日

及び住所 

７ 勤務表（変更月の管理者の勤務状況がわかるもの）、 

組織体系図、経歴書、資格者証、介護支援専門員一覧、 

誓約書（居宅介護支援事業者用）、役員名簿（管理者のもの） 

運営規程 ８ 運営規程（変更箇所が分かるようにすること） 

変更内容については適宜必要な書類 

＜営業日及び営業時間＞ 

勤務表（変更月のもの） 

当該申請に係る居宅介護サービス

計画費の請求に関する事項 

９ 体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、特定事業所加

算・ターミナルケアマネジメント加算届出書 

役員の氏名、生年月日及び住所 １０ 誓約書、役員名簿、理事会等の議事録 

介護支援専門員の氏名及びその登

録番号 

１１ 勤務表、組織体系図、介護支援専門員一覧、資格者証、運

営規程（変更がある場合） 

 

【参考】：ホームページから申請書が取り出せます。 

伊万里市ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｉｍａｒｉ．ｓａｇａ．ｊｐ／） 

組織から探す＞健康福祉部 長寿社会課＞介護事業者の方へ＞居宅介護支援事業所の指定申請等について 
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 

 

【単位数が増加する加算の届出日】 

 加算等を開始する月の前月の１５日までに届出書を提出すること。 

 ①届出が毎月１５日以前→翌月から算定を開始 

 ②届出が毎月１６日以降→翌々月から算定を開始 

 ※適正な支給限度額を管理するため、利用者や居宅介護支援事業者等への周知期間が必要 

 

【事後調査等によって、届出時点で加算の要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い】 

  ①指導しても改善されない場合 

   →届出の受理は取消され、届出はなかったことになり、その加算全体が無効になる。 

   →受領していた介護給付費は不当利得になり、返還する。 

   →指定事業者は厳正な指導を受け、悪質な場合（不正・不当な届出が繰り返し行われる等）は、指定を取り

消される。 

  ②改善した場合 

   →届出時点～判明時点：受領していた介護給付費は、不当利得になり、返還する。 

   →判明時点～要件合致時点：その加算は算定しない。 

 

【加算等が算定されなくなる場合】 

 ①事業所の体制が加算をされない状況になった場合 

 ②事業所の体制が加算をされなくなることが明らかな場合   

  →速やかにその旨を届け出ること。 

  →事実発生日から、加算を算定しない。 

   ※届出をしないで加算等を請求した場合は不正請求になる。 

    支払われた介護給付費は不当利得になるので、返還する。 

    悪質な場合は、指定が取り消される。 

 

【利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還】 

 保険者に対して不当利得分の返還を行うときは、同時に、利用者が支払った利用料の過払い分も返還する。  

 ※各利用者に返還金についての計算書を付けて返還し、利用者から受領書を受け取り、事業所で保存する。 
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伊万里市ケアマネジメントに関する基本方針 

 

 

 

１ 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基

づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配

慮して行われるものでなければならない。 

 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービ

ス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われなければならない。 

 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、伊万里市、地域包括支援センター、老人介護支援

センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業

者等との連携に努めなければならない。 

 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

※ この方針の改定の日から令和６年３月３１日までの間、規定の適用については、これらの規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。 

 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努めなければならない。 

 

平成３０年９月１０日 制定 

令和３年１１月１日 改定 

 


